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横須賀市地域防災計画（地震災害対策計画編） 

の改訂について 
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市政の透明化・公正化をすすめ、市民の皆さんが市政へ参画しやす 

くするために、市の重要な政策の決定に当たって、次の手順で行う一 
連の手続をいいます。 
 

(１) 市の基本的な政策決定に当たり、その内容等を事前に公表し 
ます。 

(２) 公表したものに対する市民の皆さんからのご意見の提出を受 
け付けます。 

(３) お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方、 
公表した内容等を変更した場合はその内容を公表します。 
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【意見募集にあたって】 

 

１ 経緯等 

 現行計画は、東日本大震災の教訓や市議会防災体制等整備特別委員会からの提言、

国や県の動向を踏まえ、より実効性のある計画となるよう平成 25年度に全面改訂を

行い、その後、災害対策基本法改正に対応した改訂を平成 26年度に行ったところで

す。 

その後、国は平成 29年８月に、東海地震の予知を前提とした対策について、「確

度の高い地震の予測ができないのが現状である」という報告書を発表し、東海地震

に関連する情報は発表されないこととなりました。 

また、令和元年５月に南海トラフ地震防災対策推進基本計画が修正され、気象庁

が南海トラフ地震に関連する情報を「南海トラフ地震臨時情報」と「南海トラフ地

震関連解説情報」として発表することになり、本市も計画上の対応が必要となりま

した。 

それらを受け、今年度に予定されている神奈川県の地域防災計画の改訂に合わせ、

本市も改訂するため、その素案に対してご意見を伺うものです。 

 

２ 主な変更点 

 ①地震被害想定の変更 

  平成 27年３月に神奈川県が発表した地震被害想定調査報告書に基づき、被害想

定を修正します。なお、南海トラフ地震対策も追加するため、南海トラフ巨大地

震の被害想定も追加します。 

 

 ②東海地震事前対策計画の削除と南海トラフ地震に関連する内容の追加 

  神奈川県の地域防災計画の改訂に合わせ、現行の東海地震事前対策計画の内容

を本編から削除し、新たに南海トラフ地震防災対策推進計画を追加します。 

 

 ③文言修正 

  前回改訂以降の、災害対策基本法の改正や組織改正に伴う名称変更など、関連

する事項について、記載内容を修正します。 

 

 なお、詳細については、新旧対照表（主な改訂箇所のみ記載されています）及び

改訂素案でご確認ください。 

 

３ 今後のスケジュール 
 令和２年３月 横須賀市防災会議の開催・改訂案の承認を経て改訂完了 
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意 見 の 提 出 方 法 

 

１ 提出期間 令和元年（2019年）12月６日（金）から 

令和２年（2020年）１月６日（月）まで 

 

２ あて先 市長室危機管理課 

 

３ 提出方法 

○書式は特に定めておりません。 

○住所及び氏名を明記してください。なお、市外在住の方の場合は、次の 

項目についても明記してください。 

（１） （市内在勤の場合）勤務先名・所在地 

（２） （市内在学の場合）学校名・所在地 

（３） （市内に納税義務のある場合）納税義務があることを証する事項 

（４） （当該意見募集案件に利害関係を有する場合）利害関係があることを

証する事項 

○次のいずれかの方法により提出してください。 

（１）直接持ち込み 

・市長室危機管理課（横須賀市役所１号館４階） 

・市政情報コーナー（横須賀市役所２号館１階） 

・各行政センター 

（２）郵送 

〒238-8550 

横須賀市小川町 11番地 

横須賀市役所 市長室危機管理課 

（３）ファクシミリ 

０４６－８２７－３１５１ 

（４）電子メール 

      ps-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 

 

 

 

 

 個々のご意見等には直接回答いたしませんので、予めご了承ください。
ご提出いただいたご意見等とこれに対する考え方は、意見募集期間終了
後、とりまとめまして公表いたします。 
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第
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に
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す
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本
市

の
人
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7
8
7
人
、
世

帯
数
は

1
6
5
,
76
5
世
帯
（

平
成

2
7
年

1
月

1
日
現
在

-
横

須
賀

市
推

計
人
口
）
で
あ

り
、
平
成

5
年
頃
を
ピ

ー
ク
に

徐
々
に
減

少
傾
向

に
あ
る
。
 

人
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集
中
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京
湾

沿
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追

浜
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ら
衣
笠

、
浦
賀

、
北

下
浦
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至
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地
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と
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武
、

林

の
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道
横
須
賀

三
崎

線
の
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側

か
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、
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、
佐
島
の
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湾
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域
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2
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。
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、
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（
単
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世
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。
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史
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。
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岸
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。
 

現
在

の
土
地

利
用
状
況

は
、
山
林

や
農
地

が
約

3
8
％
、
住
宅

用
地
が
約

2
5％

、
商
業
・
工
業

等
用

地
が
約

8％
、

道
路

・
鉄
道
用

地
が
約

8
％
と
な

っ
て
い
る

。
 

改
訂
後

 
第

２
章

 
本
市

の
概
況

 

第
１

節
 

自
然

的
条

件
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ４
 

活
断

層
 

 
 

本
市
に
は

、
三
浦

半
島
断

層
群

に
お

い
て
主
部

と
呼
ば
れ

る
２
つ
の

活
断

層
が
あ
る

。
 

 
 

三
浦
半

島
断
層

群
主
部

は
、

過
去

の
活

動
時

期
の
違
い

か
ら

、
北

側
の
衣

笠
・

北
武

断
層

帯
と

南

側
の
武

山
断

層
帯
の
二
つ
に
分
け

ら
れ
る

。
 

衣
笠

・
北

武
断

層
帯

の
最

新
活

動
時

期
は

、
６

－
７

世
紀

で
あ

っ
た

と
考

え
ら
れ

、
信
頼

度
は

低

い
が

そ
の

平
均
的

な
活

動
間

隔
は

概
ね

１
千
９

百
年

－
４
千

９
百

年
程

度
で

あ
っ

た
可
能

性
が

あ
る

。

武
山

断
層

帯
の

最
新

活
動

時
期

は
、

概
ね

２
千
３

百
年

前
以

後
、

１
千

９
百
年

前
以

前
で

あ
っ

た
と

考
え

ら
れ

、
そ

の
平

均
的

な
活

動
間

隔
は

１
千
６

百
年

－
１

千
９

百
年

程
度

で
あ

っ
た

と
推

定
さ
れ

る
。
 

 第
２

節
 

社
会

的
条

件
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

人
口

及
び

世
帯

 

本
市

の
人

口
は

○
○
○

人
、
世

帯
数

は
○

○
○

世
帯

（
令
和

２
年

○
月

１
日

現
在

 
出
典

：
横

須

賀
市

推
計
人

口
）
で
あ

り
、
平
成

５
年
頃

を
ピ
ー

ク
に
徐
々

に
減

少
傾

向
に
あ

る
。
 

人
口

集
中

地
区

は
、
東

京
湾

沿
い

の
追

浜
か

ら
衣
笠

、
浦
賀

、
北

下
浦

に
至

る
地

域
と
、

武
、

林

の
県

道
横

須
賀

三
崎

線
の

両
側

か
ら

長
井

、
長
坂

、
佐

島
の

相
模

湾
沿

い
の

地
域

の
２
地

域
で

、
本

市
人

口
の
約

9
5
％
が
こ

の
地
区

に
居
住

し
て
い

る
。
 

ま
た

、
高

齢
化

と
核
家

族
化

（
単

身
世

帯
の

増
加

）
が

進
行

し
て

お
り

、
特

に
高

齢
化

の
進

行
を

反
映

し
て
、

高
齢
者

比
率
は

2
9
.
6
％
に
至
っ
て

い
る
。（

出
典

：
国
勢

調
査

）
 

 ２
 

土
地

利
用

 

本
市

は
軍

港
を

中
心

に
発

展
し

て
き

た
歴

史
的

経
過

か
ら

、
人

口
集

中
地

区
や
交

通
基

盤
が

東
京

湾
側

に
集
中

し
て
い

る
。
 

ま
た

、
近

年
の

ま
ち
づ

く
り

の
進

展
に

よ
り

、
郊
外

の
丘
陵

上
部

や
海

岸
部

に
住

宅
団

地
や

大
規

模
な
新

市
街

地
が
開
発

整
備
さ
れ

、
工
業

団
地
や
農

地
な
ど

の
土
地
利

用
が
減
少

し
た
。
 

現
在

の
土
地

利
用
状
況

は
、
山
林

や
農
地

が
約

3
2
％
、
住
宅

用
地
が
約

2
4％

、
商
業
・
工
業

等
用

地
が
約
８
％
、
道
路

・
鉄
道
用

地
が
約

1
0
％
と
な
っ

て
い
る

。
（
出
典

：
都
市

計
画
基

礎
調

査
）
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改
訂
前

 

 

第
３

章
 

地
震

及
び

被
害

の
想
定

 

地
震

被
害

想
定

は
、
将

来
市

域
に

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

地
震

の
特

徴
を

過
去

の
地

震
等

か
ら

明
ら

か
に

し
、

地
震

の
発

生
時

期
、

気
象

な
ど

一
定
条

件
下

で
、

地
勢

、
人

口
密

度
、

土
地
利

用
の

状
況

等
を

前
提

と
し

て
被

害
の

様
相

を
想
定

す
る

も
の

で
、

震
災

の
予
防

や
そ

の
被

害
に

応
じ

た
災

害
応

急
対

策
、

復
旧

対
策

及
び

復
興

計
画

の
検

討
を
よ

り
効

果
的

に
進
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

本
市

で
は

、
平
成

2
1
年
度
に

神
奈

川
県

が
実
施

し
た
「
神
奈

川
県
地

震
被
害

想
定
調
査

」
の
調

査

結
果

か
ら

、
本

市
に

直
接

の
大

き
な

影
響

を
与
え

る
三

浦
半

島
断

層
群

の
地
震

、
南

関
東

地
震

、
東

海
地

震
を
想
定

地
震

と
す
る
。
 

  第
１

節
 

想
定

地
震

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 １
 

三
浦

半
島

断
層

群
の

地
震

 

同
断

層
帯
を
震

源
域

と
す
る
マ

グ
ニ

チ
ュ

ー
ド

7
.2
 
の
地
震

で
、
本
市

に
お

け
る
地
震

動
は
想
定

地
震

の
中
で
最

大
の
震

度
7
で
あ

る
。
 

ま
た

、
同

断
層

群
は
、

文
部
科

学
省

地
震

調
査

研
究

推
進

本
部

の
長

期
評

価
で
は

、
国
内

の
主

な

活
断

層
の
中
で
、
今
後

30
年
以

内
の
地
震

発
生
の
可

能
性
が
高
い

グ
ル

ー
プ
に

属
さ
れ
て

い
る

た
め

、

本
計

画
に
お

い
て
災
害

応
急
対

策
の
対
象

地
震
と
し

て
い
る

。
 

 ２
 

南
関

東
地

震
 

相
模

ト
ラ
フ

を
震
源

域
と
す
る

マ
グ

ニ
チ

ュ
ー
ド

7
.
9
 の

地
震

で
あ
る

。
 

1
9
2
3
 
年
の
大
正

関
東
地

震
の
再

来
型
で
、
今
後

1
00
 年

か
ら

2
0
0
 
年
先

に
は
地
震

の
発

生
の
可

能
性

が
高

い
と

さ
れ

て
お

り
、

地
震

に
強

い
ま
ち

づ
く

り
の

長
期

的
な

目
標

を
定

め
る

上
で

の
対
象

地
震

と
し
て

い
る
。
 

 ３
 

東
海

地
震

 

駿
河

ト
ラ
フ

を
震
源

域
と
す
る

マ
グ

ニ
チ

ュ
ー
ド

8
ク
ラ
ス

の
地
震

で
、
国
の
地
震
防

災
戦

略
に

位
置

付
け
ら

れ
て
い

る
。
 

大
規

模
地

震
対

策
特

別
措

置
法

で
地

震
発

生
の

予
知

が
可
能

と
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
切
迫

性
が

指

摘
さ

れ
て
い
る

た
め

、
本
計
画

で
は
、
第

5
部
で
東

海
地
震

に
対
す
る

事
前
対

策
を
計
画

し
て

い
る

。
 

  

改
訂
後

 
第

３
章

 
地
震

及
び

被
害

の
想
定

 

地
震

被
害

想
定

は
、
将

来
市

域
に

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

地
震

の
特

徴
を

過
去

の
地

震
等

か
ら

明
ら

か
に

し
、

地
震

の
発

生
時

期
、

気
象

な
ど

一
定
条

件
下

で
、

地
勢

、
人

口
密

度
、

土
地
利

用
の

状
況

等
を

前
提

と
し

て
被

害
の

様
相

を
想
定

す
る

も
の

で
、

震
災

の
予
防

や
そ

の
被

害
に

応
じ

た
災

害
応

急
対

策
、

復
旧

対
策

及
び

復
興

計
画

の
検

討
を
よ

り
効

果
的

に
進
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

本
市

で
は
、

平
成

2
5
年
度
か
ら

平
成

2
6
年
度

に
か
け
て

神
奈

川
県

が
実
施

し
た
「
神
奈

川
県
地

震
被

害
想

定
調

査
」

の
調

査
結

果
か

ら
、

本
市

に
直

接
の
大

き
な

影
響

を
与
え

る
三

浦
半

島
断

層
群

の
地

震
、
大
正

型
関
東

地
震
、

南
海

ト
ラ

フ
巨
大

地
震
を
想
定

地
震
と
す

る
。
 

  第
１

節
 

想
定

地
震

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 １
 

三
浦

半
島

断
層

群
の

地
震

 

同
断

層
帯
を
震

源
域

と
す
る
モ
ー

メ
ン
ト

マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド

7
.
0
の
地
震

で
あ

る
。
 

ま
た

、
同

断
層

群
は
、

文
部
科

学
省

地
震

調
査

研
究

推
進

本
部

の
長

期
評

価
で
は

、
国
内

の
主

な

活
断

層
の
中
で
、
今
後

30
年
以

内
の
地
震

発
生
の
可

能
性
が
高
い

グ
ル

ー
プ
に

属
さ
れ
て

い
る

た
め

、

本
計

画
に
お

い
て
災
害

応
急
対

策
の
対
象

地
震
と
し

て
い
る

。
 

  ２
 

大
正

型
関

東
地

震
 

相
模

ト
ラ
フ

を
震
源

域
と
す
る

モ
ー

メ
ン
ト

マ
グ

ニ
チ
ュ
ー

ド
8
.
2
の
地

震
で
あ

る
。
 

1
9
2
3
年
の
大
正

関
東
地

震
を
再

現
し
た

地
震
で
、
国
で
は

長
期

的
な
防

災
・
減
災

対
策

の
対

象
と
し

て
い

る
。
 

  ３
 

南
海

ト
ラ

フ
巨
大

地
震

 

南
海

ト
ラ
フ

を
震
源

域
と
す
る

モ
ー

メ
ン
ト

マ
グ

ニ
チ
ュ
ー

ド
9
.
0
の
地

震
で
あ

る
。
 

国
が

想
定

す
る

、
あ
ら

ゆ
る

可
能

性
を

考
慮

し
た

南
海

ト
ラ

フ
の

最
大

ク
ラ

ス
の

地
震

で
あ

り
、

本
市

は
「

南
海

ト
ラ

フ
地

震
に

係
る

地
震

防
災

対
策

の
推
進

に
関

す
る

特
別
措

置
法

」
の

南
海

ト
ラ

フ
地

震
防

災
対

策
推

進
地

域
及

び
南

海
ト

ラ
フ

地
震

に
伴
う

津
波

に
係

る
津
波

避
難

対
策

を
強

化
す

べ
き

地
域

に
指

定
さ

れ
て

い
る

た
め

、
本

計
画

で
は

、
第
５

部
で

南
海

ト
ラ
フ

地
震

防
災

対
策

推
進

計
画

を
定
め
て

い
る

。
 

な
お

、
地
震

の
規
模

が
大
き
く

、
長
周
期

地
震
動

に
よ
る
影
響

を
考
慮

せ
ざ
る

を
得
な
い

も
の
の
、

神
奈

川
県
に
つ

い
て
は

揺
れ
に

よ
る

被
害

が
比
較

的
小
さ
く

な
っ
て
い

る
。
 

 

5



改
訂
前

 

 

第
２

節
 

被
害

の
想

定
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 １
 

設
定

条
件

 

本
計

画
に

お
い

て
は

、
概

ね
全

項
目

で
被

害
が

最
大

と
な
り

、
各

関
係

機
関

が
初

動
体

制
を

取
り

に
く

く
、
市
街

に
滞
留

し
て
い

る
人
が
多
い
、
 ①

 
季
節
は
冬
、
 
②
 
発

生
日

時
は
平
日

の
18

時
、 

③
 
風

速
・
風

向
は
近

年
の
気

象
観

測
結

果
に
基

づ
く

地
域

ご
と

の
平

均
を
想

定
条

件
と

し
て

い
る

。
  

（
「

平
成

21
年
度
神
奈

川
県
地

震
被

害
想

定
調
査

」
か
ら
抜
粋

）
 

 ２
 

想
定

地
震

別
被

害
想

定
 

上
記

設
定
条

件
に
お

け
る
、
本
市

に
予
想

さ
れ
る

被
害
概
要

は
次
の
と

お
り
。
 

（
神

奈
川

県
地

震
被

害
想

定
 

調
査

報
告

書
（

概
要

版
））

 

種
別
 

項
 

 
 

 
目
 

単
位
 

三
浦
半

島
 

断
層
群

の
地

震
 

南
関

東
地

震
 

東
海

地
震

 

建
物
被
害

 

 
(注

)  

全
 
 

壊
 

棟
 

7
7
,
90
0  

6
8
,
84
0  

1
1
0  

半
 
 

壊
 

棟
 

2
7
,
12
0  

2
9
,
99
0  

2
,
2
60
 

火
 
  

災
 

焼
 
 

失
 

棟
 

1
8
,
38
0  

2
4
,
68
0  

1
6
0  

人
的
被
害

 

死
者
数

 
人
 

1
,
9
80
 

1
,
7
30
 

0  

負
傷
者

 
人
 

5
0
,
06
0  

4
4
,
90
0  

1
7
0  

う
ち

重
傷

者
 

人
 

1
5
,
27
0  

1
2
,
12
0  

1
0  

避
難
者

  (※
)  

1
日
後

 
人
 

3
4
8
,7
7
0  

3
4
7
,6
8
0  

9
,
3
90
 

1
ヵ
月

後
 

人
 

3
2
1
,0
5
0  

3
1
2
,1
1
0  

3
,
1
20
 

帰
宅
困
難

者
 

直
 
 

後
 

人
 

2
4
,
41
0  

2
4
,
41
0  

2
4
,
41
0  

2
日
後

 
人
 

0
 

2
4
,
07
0  

0  

倒
壊
家
屋

か
ら
の

自
力
脱

出
困
難

者
 

人
 

1
7
,
85
0  

1
5
,
90
0  

2
0  

エ
レ
ベ
ー

タ
停
止

台
数

 
台
 

1
,
8
00
 

1
,
8
20
 

6
8
0  

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
 

電
気

(
停
電

) 
軒
 

2
1
6
,4
1
0  

2
2
5
,9
1
0  

3
8
0  

都
市

ガ
ス

(供
給
停
止

)  
件
 

1
0
5
,5
4
0  

1
0
5
,5
4
0  

0  

L
P
ガ
ス

(ボ
ン

ベ
被
害

)  
本
 

1
,
5
60
 

2
,
0
50
 

0  

上
水
道

(断
水

）
 

世
帯
 

1
4
7
,1
8
0  

1
3
8
,2
5
0  

7
3
0  

下
水
道

(機
能

支
障

) 
世

帯
 

1
1
,
55
0  

1
8
,
11
0  

1
9
0  

通
信

(
不
通

) 
回

線
 

3
0
4
,4
3
0  

3
7
0
,1
3
0  

4
4
0  

震
災
廃
棄

物
 

万
ト
ン
 

1
,
6
88
 

1
,
5
31
 

1
5  

（
注
）
ゆ

れ
・

液
状
化

に
よ
る

建
物
被
害

棟
数

に
は

火
災

に
よ
る

焼
失
棟

数
も
含

ま
れ
る

が
、
本

表
の
建

物
被
害

棟
数

は
火

災
重
複

分
を
処

理
し
た

値
で
あ

る
。
 

（
注
）
報

告
書

（
本
編

）
に
お
け

る
個
別

項
目

の
被
害
想

定
数

は
、
別
々

の
計
算

法
に

よ
り

算
出

さ
れ
て

い
る
た

め
、
「
建

物
被
害

棟
数

（
本
編

）
」
－
「

焼
失
棟

数
（
本

編
）
」

＝
「

建
物
被
害

棟
数

（
概
要
版

）
」

と
は

な
ら
な
い

。
 

※
 表

中
の
避

難
者
数

は
、
建

物
被
害

に
よ
る

避
難
所
避

難
者
及

び
被
災

地
外
避

難
者

に
加
え
、

ラ
イ
フ

ラ
イ
ン

の
途
絶

に
よ
る

影
響

を
受

け
る

者
の
合
計

数
と
な

っ
て
い

る
。
 

改
訂
後

 
第

２
節

 
被

害
の

想
定

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

設
定

条
件

 

本
計

画
に

お
い

て
は

、
概

ね
全

項
目

で
被

害
が

最
大

と
な
り

、
各

関
係

機
関

が
初

動
体

制
を

取
り

に
く

く
、
市
街

に
滞
留

し
て
い

る
人
が
多
い
、
 ①

 
季
節
は
冬
、
 
②
 
発

生
日

時
は
平
日

の
18

時
、 

③
 
風

速
・
風

向
は
近

年
の
気

象
観

測
結

果
に
基

づ
く

地
域

ご
と

の
平

均
を
想

定
条

件
と

し
て

い
る

。
  

（
「

平
成

26
年
度
神
奈

川
県
地

震
被

害
想

定
調
査

報
告
書
」
か

ら
抜
粋

）
  

２
 

想
定

地
震

別
被

害
想

定
 

上
記

設
定
条

件
に
お

け
る
、
本
市

に
予
想

さ
れ
る

被
害
概
要

は
次
の
と

お
り
。
 

（
神

奈
川
県

地
震
被

害
想

定
 

調
査

報
告

書
（
概

要
版

））
 

 

種
別

 
項

 
 
 

 
目
 

三
浦
半
島

 

断
層
群

の
地
震
 

大
正
型

 

関
東
地
震

 
 

南
海

ト
ラ

フ
 

巨
大
地
震

 

モ
ー
メ
ン

ト
マ
グ

ニ
チ
ュ

ー
ド

 
7
.
0  

8
.
2  

9
.
0  

最
大
震
度

 
６

強
 

７
 

５
強
 

最
小
震
度

 
５

強
 

６
弱
 

４
 

人
的

 

被
害

 

死
者
数

（
津
波
含

む
）
 

3
7
0
 

2
,
9
10
 

2
1
0
 

（
人
）
 

津
波

 
－
 

1
,
8
50
 

2
1
0
 

負
傷
者
数

（
津
波

含
む
）
 

4
,
9
60
 

1
0
,
64
0
 

7
0
 

（
人
）
 

津
波

 
－
 

5
3
0
 

6
0
 

建
物

 

被
害

 

全
壊
棟
数

（
棟
）
 

8
,
3
30
 

2
4
,
22
0
 

9
1
0
 

半
壊
棟
数

（
棟
）
 

2
2
,
03
0
 

3
2
,
46
0
 

2
,
5
90
 

火
災

 

被
害

 

出
火
件
数

（
件
）
 

3
0
 

7
0
 

0
 

焼
失
棟
数

（
棟
）
 

3
,
1
00
 

5
,
0
30
 

0
 

自
力
脱
出

困
難
者

（
人
）
 

8
8
0
 

3
,
5
60
 

0
 

避
難

 

者
数

 

１
日
目

～
３
日
目

（
人
）
 

9
6
,
36
0
 

1
8
7
,3
7
0 

1
3
,
93
0
 

１
ヵ

月
後

（
人
）
 

6
4
,
93
0
 

1
3
2
,1
7
0 

6
,
7
90
 

帰
宅
困
 

難
者
数
 

直
後

（
人

）
 

1
4
,
51
0
 

1
4
,
51
0
 

1
4
,
51
0
 

２
日
後

（
人
）
 

1
4
,
51
0
 

1
4
,
51
0
 

0
 

エ
レ
ベ
ー

タ
停
止

台
数

（
台
）
 

3
8
0
 

3
9
0
 

*  

ラ
イ
フ
 

ラ
イ
ン
 

電
気

(
停
電
件

数
)
（
軒
）
 

2
6
7
,4
0
0 

2
6
7
,4
0
0 

2
6
7
,4
0
0 

都
市

ガ
ス

(供
給
停
止

)（
件
）
 

0
 

9
5
,
18
0
 

0
 

L
P
ガ
ス

(供
給

支
障

)（
戸

）
 

6
8
0  

8
8
0
 

0
 

上
水
道

(断
水

人
口

）
（

人
）
 

1
2
7
,3
5
0 

2
3
7
,9
0
0 

0
 

下
水
道

(機
能

支
障
人

口
)
（
人
）
 

2
1
,
41
0
 

3
3
,
86
0
 

2
,
9
60
 

通
信

(
不
通
回

線
数

)（
回

線
）
 

1
5
0
,9
9
0 

1
4
7
,3
6
0 

1
4
7
,0
5
0 

震
災
廃
棄

物
（
万

ト
ン

）
 

2
3
7
 

5
4
7
 

2
3
 

（
注

）
 

*
わ

ず
か

（
計

算
上

0
.5

以
上

1
0

未
満

）
 

 
 

計
算

上
0
.5

未
満

は
0

と
し

て
い

る
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改
訂
前

 

 

第
４

章
 

市
民

、
自
主

防
災

組
織

、
事
業

者
の

役
割

 
  

第
１

節
 

市
民

の
役

割
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 市
民

一
人
ひ
と

り
が
「
自
分
の
身
は
、
自
分

で
守
る
。」

と
の

認
識
を
持
ち
、
建
物
の
耐
震

化
や
不

燃
化

、
家

具
の

転
倒

防
止

等
に

配
慮

す
る

と
と

も
に

、
震
災

が
発

生
し

た
場
合

の
救

助
・

支
援

が
実

施
さ

れ
る
ま
で

の
最
低

3
日
分

の
食
糧

や
飲
料

水
、
そ
の

他
生

活
用
品

な
ど

の
備
蓄
に
努
め

る
と
と

も
に

、
万

が
一

の
避

難
の

際
に

、
非

常
食

や
飲
料

水
、

ラ
ジ

オ
、

懐
中

電
灯

、
携

帯
ト
イ

レ
、

医
薬

品
な

ど
を
持
ち
出
す
準

備
も
整
え

る
。
 

ま
た

、
地

域
の

自
主
防

災
組
織

や
行

政
が

行
う

防
災

訓
練

や
防

災
に

関
す

る
行
事

に
積
極

的
に

参

加
し
、
防
災

行
動
力

を
高
め
る

こ
と
が
必
要

で
あ

る
。
 

     第
２

節
 

自
主

防
災

組
織

の
役
割

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 地
域

の
防

災
力

を
向
上

す
る
に

は
、

地
域

住
民

同
士

の
組
織

的
な

行
動

が
何

よ
り

も
効
果

的
で

あ

る
。
 

そ
の

た
め

、
災

害
時

で
の

助
け

合
い

を
目

的
と

す
る

、
地
域

の
実

情
に

即
し

た
自

主
防

災
組

織
を

積
極

的
に

結
成

し
、
「

自
分

た
ち

の
ま

ち
は

、
自

分
た
ち

で
守

る
。
」

と
の

認
識

の
も
と

地
域

住
民

が

連
帯

感
を
持
っ

て
主
体

的
に
参
画

で
き
る

防
災
協

働
体
制
の
確

立
を
図
る
必
要

が
あ
る
。
 

さ
ら

に
、

災
害

に
よ
る

犠
牲
者

を
よ

り
少

な
く

す
る

た
め

に
も

、
高

齢
者

や
障
害

者
等

の
災

害
時

要
援

護
者
を
地

域
ぐ
る

み
で
守
る

よ
う
に

努
め
る

こ
と
も
必
要

で
あ
る

。
 

    第
３

節
 

事
業

者
の

役
割

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 事
業

者
の

役
割

と
し
て

、
従
業

員
や

利
用

者
の

安
全

確
保

、
経

済
活

動
の

維
持

、
地

域
へ

の
貢

献

と
い

っ
た
役
割

を
意
識

し
て
、
日

頃
か
ら

防
災
体

制
の
整
備

や
防

災
訓

練
の
実
施

に
努
め
る

。
 

併
せ

て
、

震
災

時
に
は

帰
宅
困

難
が

予
想

さ
れ

る
従

業
員

等
を

無
理

な
帰

宅
を
さ

せ
る
の

で
は

な

く
、

一
定

期
間

事
業

所
内

に
留

め
て

お
く

な
ど

、
安

全
を
確

保
す

る
た

め
非
常

食
糧

等
の

備
蓄

そ
の

他
必

要
な
措
置

を
講
ず

る
な
ど

積
極

的
に
防

災
の
推

進
を
図
る

こ
と
が

必
要
で
あ

る
。
 

ま
た

、
よ

り
被

害
軽

減
を

図
る

た
め

、
従

業
員

一
人

ひ
と
り

も
震

災
に

関
す

る
知

識
や
対

応
能

力

の
習

得
に
努
め

る
こ

と
が
必
要

で
あ

る
。
 

改
訂
後

 
第

４
章

 
市
民

、
自
主

防
災

組
織

、
事
業

者
の

役
割

  

第
１

節
 

市
民

の
役

割
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

市
民

一
人
ひ
と

り
が
「
自
分
の
身
は
、
自
分

で
守
る
。」

と
の

認
識
を
持
ち
、
建
物
の
耐
震

化
や
不

燃
化

、
家

具
の

転
倒

防
止

等
に

配
慮

す
る

と
と

も
に

、
震
災

が
発

生
し

た
場
合

の
救

助
・

支
援

が
実

施
さ

れ
る

ま
で

の
最

低
３

日
分

、
推

奨
１

週
間

分
の

食
料

や
飲

料
水

、
そ

の
他

生
活

用
品

な
ど

の
備

蓄
に
努
め
る

こ
と
が

必
要
で
あ

る
。
 

そ
し

て
、

万
が

一
の
避

難
に

備
え

、
非

常
食

や
飲
料

水
、
ラ

ジ
オ

、
懐

中
電

灯
、

携
帯

ト
イ

レ
、

医
薬

品
な

ど
を

持
ち

出
す

準
備

や
ペ

ッ
ト

と
の
同

行
避

難
に

対
す

る
準

備
を

整
え

る
こ
と

も
必

要
で

あ
る

。
 

ま
た

、
地

域
の

自
主
防

災
組
織

や
行

政
が

行
う

防
災

訓
練

や
防

災
に

関
す

る
行
事

に
積
極

的
に

参

加
し

、
習

得
し

た
知

識
、

技
能

等
を

地
震

発
生

時
に

発
揮

で
き

る
よ

う
防

災
行

動
力

を
高

め
る

こ
と

が
必

要
で
あ

る
。
 

  
 第
２

節
 

自
主

防
災

組
織

の
役

割
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

地
域

の
防

災
力

を
向
上

す
る
に

は
、

地
域

住
民

同
士

の
組
織

的
な

行
動

が
何

よ
り

も
効
果

的
で

あ

る
。
 

そ
の

た
め

、
災

害
時

で
の

助
け

合
い

を
目

的
と

す
る

、
地
域

の
実

情
に

即
し

た
自

主
防

災
組

織
を

積
極

的
に

結
成

し
、
「

自
分

た
ち

の
ま

ち
は

、
自

分
た
ち

で
守

る
。
」

と
の

認
識

の
も
と

地
域

住
民

が

連
帯

感
を
持
っ

て
主
体

的
に
参
画

で
き
る

防
災
協

働
体
制
の
確

立
を
図
る

こ
と

が
必
要
で

あ
る

。
 

つ
い

て
は

、
自

主
防

災
訓

練
を

自
主

防
災

指
導

員
が

中
心

に
行

い
、

定
期

的
に
防

災
用

資
機

材
の

点
検

を
行
う
な

ど
、
自

主
防
災

組
織

の
活
動

を
充
実

さ
せ
る

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。
 

さ
ら

に
、

災
害

に
よ
る

犠
牲
者

を
よ

り
少

な
く

す
る

た
め

に
も

、
高

齢
者

や
障
害

者
等

の
要

配
慮

者
を
地

域
ぐ
る

み
で

守
る
よ
う

に
努
め
る

こ
と
も

必
要
で
あ

る
。
 

  第
３

節
 

事
業

者
の

役
割

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

者
の

役
割

と
し
て

、
そ
の

管
理

す
る

施
設

及
び

設
備

の
耐

震
性

の
確

保
、

従
業

員
や

利
用

者

の
安

全
確

保
、

経
済

活
動

の
維

持
、

地
域

へ
の

貢
献

と
い
っ

た
役

割
を

意
識

し
て

、
日
頃

か
ら

防
災

体
制

の
整
備

や
防
災

訓
練
の
実
施

に
努
め
る

。
 

併
せ

て
、

震
災

時
に
は

帰
宅
困

難
が

予
想

さ
れ

る
従

業
員

等
を

無
理

な
帰

宅
を
さ

せ
る
の

で
は

な

く
、

一
定

期
間

事
業

所
内

に
留

め
て

お
く

な
ど

、
安

全
を
確

保
す

る
た

め
非
常

食
料

等
の

備
蓄

そ
の

他
必

要
な
措
置

を
講
ず

る
な
ど

積
極

的
に
防

災
の
推

進
を
図
る

こ
と
が

必
要
で
あ

る
。
 

ま
た

、
よ

り
被

害
軽

減
を

図
る

た
め

、
従

業
員

一
人

ひ
と
り

も
震

災
に

関
す

る
知

識
や
対

応
能

力

の
習

得
に
努
め

る
こ

と
が
必
要

で
あ

る
。
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改
訂
前

 

 

第
４

節
 

新
設

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
訂
後

 
第

４
節

 
地

区
防

災
計

画
の

提
案

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

平
成

2
5
年
の
災
害

対
策
基

本
法
改

正
に
よ

り
、
地
域

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
に

お
け
る
共
助

に
よ
る

防
災

活
動

の
推

進
の

観
点

か
ら

、
一

定
の

地
区

内
の
居

住
者

及
び

事
業

者
は

地
区
防

災
計

画
を

作
成

し
、

市
防

災
会

議
へ

提
案

す
る

こ
と

が
出

来
る

よ
う

に
な

っ
た

。
市

防
災

会
議

は
、

提
案

を
受

け
、

必
要

が
あ

る
と
認
め

る
と

き
は
、
地
域

防
災
計

画
に
定
め

る
も
の

と
す

る
。
 

 
 

現
在
、
定
め
ら

れ
て
い
る

地
区

防
災
計

画
は
次
の
と
お

り
で

あ
る

。
 

（
令

和
２
年
３
月
現

在
、
１
地
区

）
 

「
よ

こ
す
か

海
辺
ニ
ュ

ー
タ
ウ

ン
ソ

フ
ィ

ア
ス
テ

イ
シ
ア
地
区

防
災
計

画
」
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改
訂

前
 

 

第
２

部
 

災
害

予
防

計
画

  

第
１

章
 

地
震

に
強

い
ま

ち
づ

く
り

の
推
進

 

第
２

節
 

都
市

施
設

等
の
防

災
化

の
推
進

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ８
 

新
設
 

    第
２

章
 

防
災

力
強

化
の

取
り

組
み

 

第
５

節
 

防
災

備
蓄

の
推
進

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 １
 

防
災

備
蓄

の
基
本

的
方

針
 

住
宅

を
失
っ
た

被
災

者
等
が
避
難

所
で
一
時

的
に
生

活
す
る

た
め
の
食
糧

、
生
活

関
連
物

資
や
応

急
活

動
の
た

め
の
資
機

材
の
備
蓄

を
計
画

的
に
進
め
る
。
 

ま
た

、
災
害

時
は
市
場

流
通
の
混

乱
な
ど

か
ら
物
資

の
入
手

困
難

が
予
想

さ
れ

る
た
め
、
市

民
に

対
し
支

援
物

資
が
到
着

す
る
ま

で
の

当
面

の
間
（
最

低
3
日
分

程
度
）
の
家
庭

内
備
蓄
を
呼
び
掛
け

る
（
第

1
0
章
第

2
節
 
「
自
助

の
た

め
の

防
災
力

の
向
上
」
 
に

よ
る
）
。
 

 

第
３

章
 

避
難

所
・

避
難

地
の

整
備

 

第
２

節
 

震
災

時
避

難
所

（
指
定

避
難

所
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ３
 

避
難

所
運

営
体

制
の

整
備

 

（
３
）
新
設
 

 

改
訂

後
 

第
２

部
 

災
害

予
防

計
画

  

第
１

章
 

地
震

に
強

い
ま

ち
づ

く
り

の
推
進

 

第
２

節
 

都
市

施
設

等
の

防
災

化
の

推
進

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ８
 

市
街

地
開

発
事

業
の

推
進

 

 
主
要

な
鉄
道

駅
周
辺

や
老
朽

建
築
物
の
密

集
し
た

市
街
地

に
つ

い
て
は

、
市
街

地
再
開

発
事
業
や

土
地

区
画
整

理
事
業

等
に
よ
り

市
街

地
の
防

災
性

を
向
上
し
、
利

便
性

が
高
く
安

全
な
ま

ち
づ
く
り

を
推

進
す
る

。
 

 第
２

章
 

防
災

力
強

化
の

取
り

組
み

 

第
５

節
 

防
災

備
蓄

の
推

進
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 １
 

防
災

備
蓄

の
基
本

的
方

針
 

住
宅

を
失
っ
た

被
災

者
等
が
避
難

所
で
一
時

的
に
生

活
す
る

た
め
の
食

料
、
生
活

関
連
物

資
や
応

急
活

動
の
た

め
の
資
機

材
の
備
蓄

を
計
画

的
に
進
め

る
。
 

ま
た

、
災
害

時
は
市
場

流
通
の
混

乱
な
ど

か
ら
物
資

の
入
手

困
難

が
予
想

さ
れ

る
た
め
、
市

民
に

対
し
支

援
物

資
が
到
着

す
る
ま

で
の

当
面

の
間
（
最

低
３
日
分

、
推
奨

１
週
間

分
）
の
家
庭

内
備
蓄

を
呼
び
掛
け
る

（
「

第
1
0
章
第

２
節
 自

助
の
た

め
の
防
災

力
の
向
上

」
に
よ

る
）
。

 

 第
３

章
 

避
難

所
・

避
難

地
の

整
備

 

第
２

節
 

震
災

時
避

難
所

（
指

定
避

難
所

）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ３
 

避
難

所
運

営
体

制
の

整
備

 

（
３

）
避
難

所
運

営
委

員
会

活
動

費
補

助
金

の
交
付

 

 
 

避
難
所

運
営
委

員
会
の
活
動

が
円
滑

に
行
わ
れ

る
よ
う

、
会

議
に
係
る
経
費

や
避
難

所
運
営
訓

練

に
お

け
る
経
費

な
ど

に
対
し
、
補

助
金
を
交

付
す
る

。
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改
訂

前
 

 

第
３

節
 

福
祉

避
難

所
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

福
祉

部
は
、
特

別
な
配

慮
を
必
要

と
す
る

高
齢
者

や
障
害
者

、
妊

産
婦

等
、
小
学

校
等
の
通
常
の

震
災

時
避
難

所
で
の

生
活
が
困
難

な
人
た
ち

の
た
め

の
避
難

所
・
施
設

（
以
下

、
福
祉
避

難
所

）
を

関
係

部
局
と
連

携
し
整

備
す
る

。
 

 １
 

福
祉

避
難

所
の

設
置

方
針

 

震
災

後
、
で
き

る
だ
け

速
や
か

に
要
援
護

者
の
障
害

特
性
等

を
踏
ま
え

た
福
祉

避
難
所
が
開

設
で

き
る

よ
う
、
段

階
別

、
障
害
別

等
に
避
難

所
を
定
め

る
。
 

種
 

別
 

概
 
 
要
 

一
次

福
祉
避

難
所
 

震
災

時
避
難

所
に
指
定

さ
れ
た

小
中

学
校
 

二
次

福
祉
避

難
所
 

○
坂
本

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ

ー
(
知

的
障

害
者
) 

○
池
上

市
民

プ
ラ
ザ

(
高

齢
者

、
身

体
障

害
者
）
 

○
鴨
居

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ

ー
(
高

齢
者

、
身
体

障
害
者

)
 

○
療
育

相
談

セ
ン
タ

ー
(
身
体

障
害
児
、
知

的
障
害

児
）
 

○
県
立

岩
戸
養

護
学

校
(
身
体

障
害
児
、
知

的
障

害
児
）
 

○
筑
波

大
学
付

属
久

里
浜
特
別

支
援

学
校

(
身

体
障

害
児
、
知
的

障
害
児

）  

三
次

福
祉
避

難
所
 

○
協
定

に
よ

る
民
間

高
齢
者
入

所
施

設
(ほ

ぼ
寝
た
き

り
の

高
齢

者
) 

○
協
定

に
よ

る
民
間

障
害
者
入

所
施

設
(ほ

ぼ
寝
た
き

り
の

障
害

者
）
 

○
協
定

に
よ

る
民
間

障
害
者
通

所
施

設
(二

次
福
祉
避

難
所

で
は

対
応

が

難
し

い
障
害

者
) 

○
福
祉

援
護

セ
ン
タ

ー
第

1・
第

2
か
が

み
田
苑

(
二

次
福

祉
避

難
所

で

は
対

応
が
難
し

い
障
害

者
) 

 ２
 

公
共

施
設

を
利
用

し
た

福
祉

避
難

所
の

指
定

 

公
共

施
設
を
利

用
し
た

福
祉
避

難
所

に
つ

い
て
は

、
市
民
安

全
部

が
関
係

部
局

と
事
前
調

整
の
上

指
定

し
、
福
祉

避
難
所

と
し
て

必
要

と
な

る
物
資

等
に
つ
い

て
関
係
部

局
と
連
携

し
整
備

す
る

。
 

 ３
 

社
会

福
祉

施
設

等
と
の

協
力

体
制

の
構
築

 

専
門

的
な
ケ

ア
を
要
す

る
障
害

者
、
高
齢

者
等
に
つ

い
て
は

、
専

門
施

設
へ
の

緊
急
一
時

入
所

等

の
対

応
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
 

福
祉

部
は
、
市

民
安

全
部
と
事
前

調
整
の
上
、
施
設

機
能
を
低

下
さ
せ

な
い
範
囲

内
で
こ

れ
ら
の

要
援

護
者
等

の
受
入

れ
の
た
め

の
協
力
体

制
を
整
備

す
る
。
 

 

改
訂

後
 

第
３

節
 

福
祉

避
難

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
祉

部
は
、
特

別
な
配

慮
を
必
要

と
す
る

高
齢
者

や
障
害
者

、
妊

産
婦

等
、
小
学

校
等
の
通

常
の

震
災

時
避
難

所
で
の

生
活
が
困
難

な
人
た
ち

の
た
め

の
避
難

所
・
施
設

（
以
下

、
福
祉
避

難
所

）
を

関
係

部
局
と
連

携
し
整

備
す
る

。
 

 １
 

福
祉

避
難

所
の

設
置

方
針

 

震
災

後
、
で
き

る
だ
け

速
や
か

に
要
援
護

者
の
障
害

特
性
等

を
踏
ま
え

た
福
祉

避
難
所
が
開

設
で

き
る

よ
う
、
段

階
別

、
障
害
別

等
に
避
難

所
を
定
め

る
。
 

               ２
 

公
共

施
設

を
利
用

し
た

福
祉

避
難

所
の

指
定

 

公
共

施
設
を
利

用
し
た

福
祉
避

難
所

に
つ

い
て
は

、
市
民
安

全
部

が
関
係

部
局

と
事
前
調

整
の
上

指
定

し
、
福
祉

避
難
所

と
し
て

必
要

と
な

る
物
資

等
に
つ
い

て
関
係
部

局
と
連
携

し
整
備

す
る

。
 

 ３
 

社
会

福
祉

施
設

等
と
の

協
力

体
制

の
構
築

 

専
門

的
な
ケ

ア
を
要
す

る
障
害

者
、
高
齢

者
等
に
つ

い
て
は

、
専

門
施

設
へ
の

緊
急
一
時

入
所

等

の
対

応
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
 

福
祉

部
は
、
市

民
安

全
部
と
事
前

調
整
の
上
、
施
設

機
能
を
低

下
さ
せ

な
い
範
囲

内
で
こ

れ
ら
の

要
援

護
者
等

の
受
入

れ
の
た
め

の
協
力
体

制
を
整
備

す
る
。
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改
訂

前
 

 

第
４

章
 

帰
宅

困
難

者
対

策
の

推
進

 

第
２

節
 

帰
宅

困
難

者
一
時

滞
在

施
設

の
整
備

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 市
民

安
全
部

は
、
鉄
道

駅
周
辺

に
お

い
て

帰
宅
困

難
者
が
発
生

し
た
場
合

に
備
え
、
次
の
施

設
を

一
時

滞
在
施

設
と
し

て
施
設
管

理
者

や
事
業

者
と
調

整
を
図
り
、
備
蓄

物
資
を
整

備
す
る

。
 

   

一
時

滞
在
施
設

名
 

想
定

す
る
主
な
対
象

駅
 

北
体

育
会
館
 

夏
島

町
2 

追
浜

駅
、
京
急

田
浦
駅
 

総
合

体
育
会

館
 

不
入

斗
町

1
-
2 

横
須

賀
中
央

駅
、
JR

衣
笠
駅

 

神
奈

川
歯
科

大
学
体

育
館
 

稲
岡

町
8
2 

横
須

賀
中
央

駅
、
横
須

賀
駅
 

県
立

保
健
福

祉
大
学

体
育
館
 

平
成

町
1
-1
0
-
1 

横
須

賀
中
央

駅
、
県
立

大
学
駅

 

南
体

育
会
館
 

久
里

浜
6
-1
4
-
1 

京
急

久
里
浜

駅
、
JR

久
里
浜

駅
 

㈱
横

須
賀
テ
レ

コ
ム
リ

サ
ー
チ

 

パ
ー

ク
・

YR
P
ホ
ー

ル
 

光
の
丘

3
-4
 

Y
R
P
野
比
駅
 

ザ
・

タ
ワ
ー

横
須
賀

中
央
 

大
滝

町
2
-6
 

横
須

賀
中
央

駅
、
汐
入

駅
、
 

J
R
横
須

賀
駅
 

メ
ル

キ
ュ
ー

ル
ホ
テ

ル
 

横
須

賀
 

本
町

3
－
27
 

汐
入

駅
 

改
訂

後
 

第
４

章
 

帰
宅

困
難

者
対

策
の

推
進

 

第
２

節
 

帰
宅

困
難

者
一

時
滞

在
施

設
の

整
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

市
長

室
は

、
鉄

道
駅

周
辺

に
お

い
て

帰
宅

困
難

者
が

発
生

し
た

場
合

に
備

え
、

次
の

施
設

を
一

時
滞

在
施

設
と

し
て

施
設

管
理

者
や

事
業

者
と

調
整

を
図

り
、

備
蓄

物
資

を
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
一

時
滞

在
施

設
の

整
備

に
つ

い
て

、
公

共
施

設
や

整
備

予
定

の
あ

る
集

客
施

設
や

市
街

地
再

開
発

事
業

に
よ

る
民

間
施

設
な

ど
の

利
用

を
検

討
す

る
。

 

 

一
時

滞
在
施

設
名
 

想
定

す
る
主
な
対
象

駅
 

北
体

育
会
館
 

夏
島

町
2 

追
浜

駅
、
京
急

田
浦
駅
 

総
合

体
育
会

館
 

不
入

斗
町

1
-
2 

横
須

賀
中
央

駅
、
JR

衣
笠
駅

 

神
奈

川
歯
科

大
学
体

育
館
 

稲
岡

町
8
2 

横
須

賀
中
央

駅
、
横
須

賀
駅
 

県
立

保
健
福

祉
大
学

体
育
館
 

平
成

町
1
-1
0
-
1 

横
須

賀
中
央

駅
、
県
立

大
学
駅

 

南
体

育
会
館
 

久
里

浜
6
-1
4
-
1 

京
急

久
里
浜

駅
、
JR

久
里
浜

駅
 

㈱
横

須
賀
テ
レ

コ
ム
リ

サ
ー
チ

 

パ
ー

ク
・

YR
P
ホ
ー

ル
 

光
の
丘

3
-4
 

Y
R
P
野
比
駅
 

ザ
・

タ
ワ
ー

横
須
賀

中
央
 

大
滝

町
2
-6
 

横
須

賀
中
央

駅
、
汐
入

駅
、
 

J
R
横
須

賀
駅
 

メ
ル

キ
ュ
ー

ル
ホ
テ

ル
 

横
須

賀
 

本
町

3
－
27
 

汐
入

駅
 

関
東

財
務
局

横
須
賀

出
張
所
 

横
須

賀
地
方

合
同
庁

舎
 

新
港

町
１
-８

 
横
須

賀
中
央

駅
、
汐
入

駅
、
 

横
須

賀
駅
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改
訂

前
 

 

第
５

章
 

応
援

・
協
力

体
制

の
整
備

 

第
1
節

 
応

援
の

要
請

・
受

入
れ

体
制

の
整
備

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 １
 

応
援

の
要
請

及
び

受
入

れ
体
制

の
整
備

 

大
規

模
災
害

時
に
は

、
被
害
の
大
き

さ
に

よ
っ
て

は
一
自
治

体
の
防
災

体
制
の
み

で
は
、
対

応
が

困
難

と
な
る

た
め
、
他

自
治
体

や
自

衛
隊

を
は
じ

め
と
し
た

防
災

関
係
機

関
に
対
し
、
応
援

要
請
を

行
う

こ
と
が

必
要
と
な

る
。
 

こ
の

た
め
、
関

係
部

局
は
地
震

災
害
時
の
応

援
要

請
・
受
入

れ
が

円
滑

に
行
え
る

よ
う
県
地

域
防

災
計

画
及
び
国
の
首
都

直
下
地

震
応

急
対

策
活
動

要
領
等
に
基
づ

き
体
制

の
確
立

を
図
る
。
 

  第
６

章
 

災
害

医
療

・
防
疫

体
制

等
の

強
化

 

第
１

節
 

災
害

医
療

体
制

の
整
備

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

１
 

災
害

時
に
お

け
る

医
療

活
動

場
所

の
確
保

 

震
災

時
に
お

け
る
迅
速

か
つ
円
滑

な
医
療

活
動
の
実

施
の
た

め
、
次
の
と

お
り

医
療
活
動

拠
点

等

を
定
め

る
。
 

種
 

別
 

機
 

能
 
概
 

要
 

設
置

場
所
 

地
域

医
療
 

救
護

所
 

○
震
度

6
弱
以
上

の
震
災

時
又

は
設

置
が

必
要

と
判
断

し
た
場
合

に
開
設

 

○
ト
リ

ア
ー
ジ
 

○
熱
傷

、
骨

折
、
創

傷
、
打
撲

等
の
外

科

的
負

傷
者

の
内
、
軽
・
中

等
傷

者
に
対

す
る

応
急
手

当
 

○
救
急

医
療

セ
ン
タ

ー
 

○
ウ
ェ

ル
シ
テ

ィ
市
民

プ
ラ
ザ

 

○
武
山

市
民

プ
ラ
ザ
 

○
横
須

賀
総
合

高
校
 

○
北
図

書
館
 

○
三
春

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ

ー
 

○
は
ま

ゆ
う

会
館
 

○
浦
賀

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ

ー
 

(
分

館
)  

○
北
下

浦
市
民

プ
ラ

ザ
 

応
急
 

二
次

病
院
 

被
災

者
の
う

ち
、
重
傷
者

(妊
婦

を
含
む
)

を
収

容
し
て

、
応
急

二
次
医
療

救
護

を
実

施
す

る
(
災
害

拠
点
病

院
を
除
く
) 

○
湘
南

病
院
 

○
横
須

賀
共
済

病
院

分
院
 

○
自
衛

隊
横
須

賀
病

院
 

○
聖
ヨ

ゼ
フ

病
院
 

○
う
わ

ま
ち

病
院
 

○
衣
笠

病
院
 

○
浦
賀

病
院
 

○
久
里

浜
医
療

セ
ン

タ
ー
 

 

改
訂

後
 

第
５

章
 

応
援

・
協
力

体
制

の
整
備

 

第
1
節

 
応

援
の

要
請

・
受

入
れ

体
制

の
整

備
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

応
援

の
要
請

及
び

受
入

れ
体
制

の
整
備

 

大
規

模
災
害

時
に
は

、
被
害
の
大
き

さ
に

よ
っ
て

は
一
自
治

体
の
防
災

体
制
の
み

で
は
、
対

応
が

困
難

と
な
る

た
め
、
他

自
治
体

や
自

衛
隊

を
は
じ

め
と
し
た

防
災

関
係
機

関
に
対
し
、
応
援

要
請
を

行
う

こ
と
が

必
要
と
な

る
。
 

こ
の

た
め
、
関

係
部

局
は
地
震

災
害
時
の
応

援
要

請
・
受
入

れ
が

円
滑

に
行
え
る

よ
う
県
地

域
防

災
計

画
及
び
国
の
首
都

直
下
地

震
応

急
対

策
活
動

要
領
等
に
基
づ

き
体
制

の
確
立

を
図
る
。
 

ま
た

、
国
の
被

災
市

区
町
村
応

援
職

員
確

保
シ
ス

テ
ム
に
つ

い
て

も
、
活

用
を
検

討
す
る

。
 

 第
６

章
 

災
害

医
療

・
防
疫

体
制

等
の

強
化

 

第
１

節
 

災
害

医
療

体
制

の
整

備
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

１
 

災
害

時
に
お

け
る

医
療

活
動

場
所

の
確
保

 

震
災

時
に
お

け
る
迅
速

か
つ
円
滑

な
医
療

活
動
の
実

施
の
た

め
、
次
の
と

お
り

医
療
活
動

拠
点

等

を
定
め

る
。
 

種
 

別
 

機
 

能
 
概
 

要
 

設
置

場
所
 

地
域

医
療
 

救
護

所
 

○
震
度

６
弱

以
上

の
震

災
時
又

は
設

置
が

必
要

と
判
断

し
た
場
合

に
開
設

 

○
ト
リ

ア
ー
ジ
 

○
熱
傷

、
骨

折
、
創

傷
、
打
撲

等
の
外

科

的
負

傷
者

の
う

ち
、
軽
・
中
等

傷
者

に

対
す

る
応
急

手
当
 

○
救
急

医
療

セ
ン
タ

ー
 

○
ウ
ェ

ル
シ
テ

ィ
市
民

プ
ラ
ザ

 

○
武
山

市
民

プ
ラ
ザ
 

○
横
須

賀
総
合

高
校
 

○
北
図

書
館
 

○
文
化

会
館
 

○
は
ま

ゆ
う

会
館
 

○
浦
賀

ｺ
ﾐ
ｭﾆ
ﾃ
ｨ
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

(分
館

) 

○
長
井

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ

ー
 

○
北
下

浦
市
民

プ
ラ

ザ
 

○
大
楠

中
学
校

 

応
急
 

二
次

病
院
 

被
災

者
の
う

ち
、
重
傷
者
(妊

婦
を
含
む
)

を
収

容
し
て

、
応
急

二
次
医
療

救
護

を
実

施
す

る
(
災
害

拠
点
病

院
を
除
く
) 

○
湘
南

病
院
 

○
自
衛

隊
横
須

賀
病

院
 

○
聖
ヨ

ゼ
フ

病
院
 

○
う
わ

ま
ち

病
院
 

○
衣
笠

病
院
 

○
よ
こ

す
か

浦
賀
病

院
 

○
久
里

浜
医
療

セ
ン

タ
ー
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改
訂

前
 

 

２
 

医
療

活
動

体
制

の
整
備

 

（
４

）
応
急

救
護

所
及

び
地
域

医
療

救
護

所
等

に
お

け
る

基
本

的
な

備
蓄

資
機

材
等

 

備
 

蓄
 
場
 

所
 

備
 

蓄
 
資
 

機
 

材
 
 

応
急

救
護
所
 

止
血

用
品
、
副

木
な
ど

の
衛
生

材
料
 

地
域

医
療
救

護
所
 

○
内
服

薬
、
注

射
薬

、
外
用
薬

、
消

毒
薬
 

○
衛
生

材
料

、
縫
合

キ
ッ
ト
 

○
毛
布

、
簡
易

ベ
ッ

ド
 

○
非
常

用
ガ
ス

発
電

機
、
投
光

器
 

○
飲
料

水
 

○
携
帯
ト
イ

レ
 

保
健

所
 

○
内
服

薬
(保

健
所
の
み

)、
注
射

薬
、
外
用

薬
、
消

毒
薬
 

○
衛
生

材
料

、
縫
合

キ
ッ
ト
 

健
康

福
祉
セ
ン

タ
ー
 

薬
事

セ
ン
タ

ー
 

日
の
出

防
災

資
機
材

倉
庫
 

注
射

薬
、
外
用

薬
、
消

毒
薬
 

 

改
訂

後
 

２
 

医
療

活
動

体
制

の
整
備

 

（
４

）
応
急

救
護

所
及

び
地
域

医
療

救
護

所
等

に
お

け
る

基
本

的
な

備
蓄

資
機

材
等

 

備
 

蓄
 
場
 

所
 

備
 

蓄
 
資
 

機
 

材
 
 

応
急

救
護
所
 

止
血

用
品
、
副

木
な
ど

の
衛
生

材
料
 

地
域

医
療
救

護
所
 

○
内
服

薬
、
注

射
薬

、
外
用
薬

、
消

毒
薬
 

○
衛
生

材
料

、
縫
合

キ
ッ
ト
 

○
毛
布

、
簡
易

ベ
ッ

ド
 

○
非
常

用
ガ
ス

発
電

機
、
投
光

器
 

○
飲
料

水
、
非

常
食
 

○
携
帯

ト
イ

レ
 

保
健

所
 

○
内
服

薬
(保

健
所
の
み

)、
注
射

薬
、
外
用

薬
、
消

毒
薬
 

○
衛
生

材
料

、
縫
合

キ
ッ
ト
 

健
康

福
祉
セ
ン

タ
ー
 

薬
事

セ
ン
タ

ー
 

市
立

看
護
専

門
学
校
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改
訂

前
 

 

第
９

章
 

災
害

対
応

組
織

の
整
備

 

第
２

節
 

災
害

に
対

す
る

組
織

体
制

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

２
 

配
備

指
令

の
発
令

基
準

等
 

２
 

配
備

指
令

の
発
令

基
準

等
 

災
害

警
戒
本

部
及
び
災

害
対
策

本
部

は
、
次
の
配
備

指
令
発

令
基

準
に
該

当
す
る

事
象
が
発

生
し
た

場
合

は
自
動

設
置
と
し
全
部
局

配
備

と
す
る

。
 

設
置

組
織
 

配
備

指
令
 

基
 

 
準
 

配
備

部
局
 

災
害

警
戒
本

部
 

警
戒

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
4
の
揺
れ

を
観
測

し
た

と
発

表
し
た
場

合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾
又
は
相

模
湾
・
三

浦
半

島
の
津

波
予

報
区
に
津

波
注
意

報
を
発
表

し
た

場
合

 (
※
) 

○
気
象

庁
が
東

海
地

震
に
関
連

す
る

調
査

情
報

(
臨

時
) 

(※
)又

は
東
海

地
震
注

意
情

報
を
発

表

し
た

場
合
 

全
部

局
（
※
）  

災
害

対
策
本
部
 

1
号
配

備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
5
弱
の
揺
れ
を

観
測
し

た
と

発
表
し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾
又
は
相

模
湾
・
三

浦
半

島
の
津

波
予

報
区
に
津

波
警
報

を
発

表
し
た

場

合
 

全
部

局
 

2
号
配

備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
5
強
の
揺
れ
を

観
測
し

た
と

発
表
し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾
又
は
相

模
湾
・
三

浦
半

島
の
津

波
予

報
区
に
大

津
波
警

報
（
特

別
警

報
）

を
発

表
し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

海
地
震

予
知
情

報
を
発
表

（
内
閣

総
理

大
臣
が
警

戒
宣

言
を
発
令

）
し

た
場
合
 

3
号
配

備
 

気
象

庁
が
本
市

で
震
度

6
弱
以

上
の
揺
れ
を

観
測

し
た

と
発
表

し
た
場
合
 

※
 

津
波
注
意

報
及
び
東

海
地

震
に

関
連

す
る

調
査

情
報

（
臨

時
）

の
内

容
に

よ
っ
て

は
、

市
民

安
全

部
の

み
又

は
 

市
民
安
全

部
と
関

係
部

局
に

よ
る

情
報
収

集
体

制
と

す
る

場
合

が
あ
る

。
 

改
訂

後
 

第
９

章
 

災
害

対
応

組
織

の
整
備

 

第
２

節
 

災
害

に
対

す
る

組
織

体
制

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ２
 

配
備

指
令

の
発
令

基
準

等
 

災
害

警
戒
本

部
及
び
災

害
対
策

本
部

は
、
次
の
配
備

指
令
発

令
基

準
に
該

当
す
る

事
象
が
発

生
し
た

場
合

は
自
動

設
置
と
し

全
部
局

配
備

と
す

る
。
 

設
置
 

組
織
 

配
備
 

指
令
 

基
 

 
準
 

配
備
 

部
局
 

災
害

警
戒
 

本
部
 

警
戒
 

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
４
の

揺
れ

を
観
測

し
た

と
発
表
し

た
場

合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾
又
は
相

模
湾
・
三

浦
半

島
の
津
波

予
報

区
に
津
波

注
意
報

を
発
表

し
た

場
合

  

○
気
象

庁
が
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情
報
（
巨

大
地

震
注
意

）

(※
１
)
を
発
表

し
た

場
合

(※
２
) 

全
部

局
 

（
※

１
）
 

災
害

対
策
 

本
部
 

１
号
 

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
５
弱
の

揺
れ

を
観

測
し
た

と
発
表

し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
津
波

警
報

を
発
表
し
た
場

合
 

全
部

局
 

２
号
 

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
５
強
の

揺
れ

を
観

測
し
た

と
発
表

し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
大
津

波
警

報
（
特
別

警
報

）
を
発

表
し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情
報
（
巨

大
地

震
警
戒

）

を
発

表
し
た

場
合
 

３
号
 

配
備
 

気
象

庁
が

本
市

で
震

度
６

弱
以

上
の

揺
れ

を
観

測
し

た
と

発
表

し
た
場
合
 

※
１

 
津

波
注
意

報
及
び
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨
大

地
震

注
意

）
の
内

容
に
よ

っ
て

は
、
市
長

室
の
み

又
は

市

長
室

と
関
係

部
局

に
よ

る
情
報

収
集

体
制

と
す

る
場
合

が
あ

る
。
 

※
２

 
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

警
戒

）
の
続

報
と
し

て
、
南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

注

意
）
を
発

表
し
た

場
合

は
、
災

害
対
策

本
部
体

制
を
維

持
す
る

。
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改
訂

前
 

 

第
1
0
章

 
災
害

に
強

い
人

づ
く
り

の
推
進

 

第
１

節
 

防
災

意
識

の
普
及

啓
発

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ４
 

市
民

防
災

セ
ン

タ
ー

「
あ
ん

し
ん

か
ん

」
の

活
用

 

防
災

対
策
・
減

災
対

策
を
推
進

さ
せ

る
た
め

に
は

、
防
災
関

係
機

関
の
対

応
能

力
の
向
上

は
も

と

よ
り

、
日
頃

か
ら
市
民

の
防
災

知
識

や
自
助

精
神

も
養
う
必
要

が
あ
る

。
 

そ
の

た
め
、

防
災
学

習
施
設
で
あ

る
市
民

防
災
セ
ン

タ
ー
「
あ

ん
し
ん
か

ん
」
で

の
地
震

体
験

や

火
災

・
煙
体

験
、
ま
た

、
町
内

会
や
学
校

へ
防
災

資
料
を
貸
し
出
す
こ

と
な
ど

に
よ
り
幅
広

い
年
齢

層
の
防

災
知

識
等
の
普

及
に
努
め

る
。
 

 第
２

節
 

自
助

の
た

め
の

防
災

力
の

向
上

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 １

 
市
民

が
と

る
べ

き
措
置

 

地
震

に
よ
る

被
害
を
最

小
限
に
と

ど
め
る

た
め
、
市

民
一
人

ひ
と

り
が

日
頃
か
ら

努
め
る

べ
き

事

項
を
次
に
示
す
。
 

項
目
 

概
 

 
要
 

市 民 が 取 る べ き 措 置 

○
防
災

知
識

の
向
上
 

○
地
域

で
行
う
防
災

訓
練
へ
の
積

極
的
な
参

加
 

○
出
火

防
止
措

置
の
推

進
、
消
火

器
な
ど

の
消
火

用
具
の
備
え
付
け
 

○
建
物

の
耐
震

化
、
家

具
類
の
転

倒
防
止

、
備
品

等
の
落
下

防
止
措
置
 

○
ガ
ラ

ス
等
の
飛
散

防
止
措
置

 

○
危
険

な
ブ

ロ
ッ
ク

塀
な
ど
の

改
善
 

○
自
宅

等
で
避

難
生

活
を
お
く

る
た

め
の

最
低

3
日
分
の
食

糧
や
飲
料

水
、
携
帯
ト
イ
レ

、

そ
の

他
生
活

用
品
な
ど

の
非
常

用
備
蓄
品

の
準
備
 

○
発
災

時
に
持
ち
出
す
非
常
食

や
飲

料
水

、
ラ
ジ

オ
、
懐
中

電
灯

、
医
薬

品
な
ど

の
非
常

用
持

ち
出
し
品
の
準
備
 

○
震
災

時
に
お

け
る

家
族
の
役
割

分
担
、
連

絡
方

法
、
避
難

場
所

の
確
認

な
ど

の
話
合
い
 

  ２
 

市
民

が
行

う
備
蓄

 

（
１

）
非
常

用
備

蓄
品

 

自
宅

等
で
避
難

生
活

を
送
る
上
で
必

要
な
物

品
で
あ

り
、
最
低

3
日
間

を
自
足

す
る
た
め

の
分
量

を
備
え

る
。
持
ち
出
す

に
は
重
い

も
の
や

、
す
ぐ

に
必
要
と
な

ら
な
い

も
の
は

、
自
宅
や
物

置
な
ど

に
保

管
す
る

。
 

 

改
訂

後
 

第
1
0
章

 
災
害

に
強

い
人

づ
く
り

の
推
進

 

第
１

節
 

防
災

意
識

の
普

及
啓

発
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ４
 

起
震

車
の

活
用

 

防
災

対
策
・
減

災
対

策
を
推
進

さ
せ

る
た
め

に
は

、
防
災
関

係
機

関
の
対

応
能

力
の
向
上

は
も

と

よ
り

、
日
頃

か
ら
市
民

の
防
災

知
識

や
自
助

精
神

も
養
う
必
要

が
あ
る

。
 

そ
の

た
め
、

起
震
車

で
の
地
震

体
験

を
通
し

て
、
地

震
発
生

時
の
身
の
守
り
方
な

ど
、
防
災

知
識

等
の
普

及
に
努
め
る

。
 

  第
２

節
 

自
助

の
た

め
の

防
災

力
の

向
上

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

市
民

が
と

る
べ

き
措
置

 

地
震

に
よ
る

被
害
を
最

小
限
に
と

ど
め
る

た
め
、
市

民
一
人

ひ
と

り
が

日
頃
か
ら

努
め
る

べ
き

事

項
を
次
に
示
す
。
 

項
目
 

概
 

 
要
 

市 民 が 取 る べ き 措 置 

○
防
災

知
識

の
向
上
 

○
地
域

で
行
う
防
災

訓
練
へ
の
積

極
的
な
参

加
 

○
出
火

防
止
措

置
の
推

進
、
消
火

器
な
ど

の
消
火

用
具
の
備
え
付
け
 

○
建
物

の
耐
震

化
、
家

具
類
の
転

倒
防
止

、
備
品

等
の
落
下

防
止
措
置
 

○
ガ
ラ

ス
等
の
飛
散

防
止
措
置

 

○
危
険

な
ブ

ロ
ッ
ク

塀
な
ど
の

改
善
 

○
自
宅

等
で
避
難

生
活

を
お
く

る
た

め
の

最
低

３
日

分
、
推
奨

１
週

間
分

の
食

料
や
飲
料

水
、
携

帯
ト
イ

レ
、
そ

の
他
生

活
用
品
な
ど

の
非
常

用
備
蓄

品
の
準
備
 

○
発
災

時
に
持
ち
出
す
非

常
食

や
飲

料
水

、
ラ

ジ
オ

、
懐
中

電
灯

、
医

薬
品

な
ど

の
非
常

用
持

ち
出
し
品
の
準
備
 

○
震
災

時
に
お

け
る

家
族

の
役
割

分
担

、
連

絡
方

法
、

避
難

ル
ー

ル
の

取
り
決
め
、

避
難

場
所

の
確
認

な
ど
の

話
合
い
 

 ２
 

市
民

が
行

う
備
蓄

 

（
１

）
非
常

用
備

蓄
品

 

自
宅

等
で
避
難

生
活

を
送
る
上
で
必

要
な
物

品
で
あ

り
、
最
低

３
日
間

、
推
奨

１
週
間
を
自

足
す

る
た

め
の
分
量

を
備
え

る
。
持
ち
出
す
に

は
重
い
も

の
や
、
す

ぐ
に
必
要

と
な

ら
な
い
も

の
は

、
自

宅
や
物

置
な
ど

に
保
管

す
る
。
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改
訂

前
 

 

第
1
1
章

 
災
害

に
強

い
地
域

づ
く

り
の

推
進

 

第
３

節
 

災
害

時
要

援
護

者
対
策

の
推
進

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 関
係

部
局
は
、
状
況

判
断
に
よ

る
避
難
行
動

が
難
し

く
、
避
難

生
活
に
支

障
が
予

想
さ
れ

る
寝
た

き
り

や
認
知

症
の
高
齢

者
や
障
害

者
の
方
及
び
そ
の

家
族
、
地

域
住
民

が
安
心

し
て
生
活

す
る

こ
と

が
で

き
る
よ

う
要
援

護
者
対
策

を
推

進
す
る

。
 

 

１
 

災
害

時
要

援
護

者
の

種
類

 

震
災

時
に
お

け
る
災
害

時
要
援

護
者

（
以
下

、
要
援

護
者
）

の
分
類
と
し

て
は
、
「
横
須

賀
市
災

害
時

要
援
護

者
支
援

プ
ラ
ン
」
を
基

本
と
し

て
、
次
の
と
お

り
分
類
す
る

。
 

分
 

類
 

対
 

 
象
 
 

者
 

高
齢

者
 

○
本
市
に
ひ

と
り
暮
ら

し
高
齢

者
登
録
を
し

て
い
る

人
 

○
要
介

護
3
以
上
の
人
 

○
そ
の

他
上

記
に
準
ず

る
人
 

障
害

者
（
児
）
 

○
身
体

障
害
者

(
児
) 

○
知
的

障
害
者

(
児
) 

○
精
神

障
害
者

(
児
) 

○
そ
の

他
上

記
に
準
ず

る
人
 

児
 

童
 

○
乳
幼

児
 

○
小
学

校
低
学

年
 

負
傷

者
・
病
弱

者
 

傷
病

を
負
っ
て

い
る

人
 

そ
の

他
 

妊
婦

、
外
国

人
な
ど
 

 

改
訂

後
 

第
1
1
章

 
災
害

に
強

い
地
域

づ
く

り
の

推
進

 

第
３

節
 

要
配

慮
者

対
策

の
推

進
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

関
係

部
局
は
、
状
況

判
断
に
よ

る
避
難
行

動
が
難
し

く
、
避
難

生
活
に
支

障
が
予

想
さ
れ

る
寝
た

き
り

や
認
知

症
の
高
齢

者
や
障
害

者
の
方
及

び
そ

の
家
族
、
地

域
住
民

が
安
心

し
て
生
活

す
る

こ
と

が
で

き
る
よ

う
要
配

慮
者
対
策

を
推

進
す
る

。
 

 

１
 

要
配

慮
者

の
範
囲

 

震
災

時
に
お

け
る
要
配

慮
者
の

範
囲

は
、
「

横
須

賀
市
災
害

時
要

援
護

者
支
援

プ
ラ
ン
」

（
※
）

を
基

本
と
し

て
、
次
の

と
お
り

と
す
る
。
 

分
 

類
 

対
 

 
象
 
 

者
 

高
齢

者
 

○
本
市

に
ひ

と
り
暮
ら

し
高
齢

者
登
録
を
し

て
い
る

人
 

○
要
介

護
３
以

上
の
人
 

○
そ
の

他
上

記
に
準
ず

る
人
 

障
害

者
（
児
）
 

○
身
体

障
害
者

(
児
) 

○
知
的

障
害
者

(
児
) 

○
精
神

障
害
者

(
児
) 

○
そ
の

他
上

記
に
準
ず

る
人
 

児
 

童
 

○
乳
幼

児
 

○
小
学

校
低
学

年
 

負
傷

者
・
病
弱

者
 

傷
病

を
負
っ
て

い
る

人
 

そ
の

他
 

妊
婦

、
外
国

人
な
ど
 

(
※
)
本

市
で
は
、
平
成

20
年
度

に
「
横

須
賀

市
災
害

時
要

援
護

者
支

援
プ
ラ

ン
」
を
策
定

し
、
現
在

も
運

用
し
て

い
る
た

め
、
「
災
害

時
要
援

護
者
支

援
プ
ラ
ン

」
と
「
災
害

時
要
援

護
者
名

簿
」
の

用
語

は
、
そ
の

ま
ま

用
い
る
。
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改
訂
前

 

 

 
第

３
部

 
災
害

応
急

対
策

計
画

  

 第
２

章
 

災
害

対
応

組
織

の
設
置

 

第
１

節
 

震
災

発
生

時
の
配

備
指

令
の

発
令

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 本
市

域
に

地
震

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ
が

あ
る

場
合

に
、

市
長

等
は
配

備
指

令

を
発

令
す
る

。
 

配
備

指
令
は
、「

警
戒

配
備

」、
「

災
害
対

策
本
部

1
号
配
備

」
、「

災
害

対
策
本

部
2
号
配

備
」
、「

災

害
対

策
本
部

3
号
配
備

」
に
区

分
さ
れ

、
各
対

策
部

(部
局

)
は
そ
の

発
令
に
応
じ
た

災
害

活
動
組
織

を
設

置
し
、
応

急
対

策
を
実
施

す
る

。
 

設
置

組
織
 

配
備

指
令
 

基
 

 
準
 

配
備

部
局
 

災
害

警
戒

本
部
 

警
戒

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
4
の
揺
れ
を
観
測

し
た

と
発
表
し

た
場

合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
津
波

注
意
報

を
発
表

し
た

場
合

 (
※
) 

○
気

象
庁

が
東

海
地

震
に

関
連

す
る

調
査

情
報

(
臨

時
) 

(
※

)

又
は
東

海
地

震
注
意

情
報
を
発
表

し
た
場
合
 

全
部

局

（
※
）
 

災
害

対
策

本
部
 

1
号

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
5
弱
の
揺
れ
を

観
測
し
た

と
発
表

し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
津
波

警
報

を
発
表
し
た

場
合
 

全
部

局
 

2
号

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
5
強
の
揺
れ
を

観
測
し
た

と
発
表

し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
大
津

波
警

報
（
特
別

警
報

）
を
発

表
し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

海
地
震

予
知

情
報

を
発

表
（

内
閣

総
理

大
臣

が
警

戒
宣
言

を
発
令

）
し
た
場
合
 

3
号

配
備
 

気
象

庁
が
本
市

で
震
度

6
弱
以

上
の
揺
れ
を

観
測

し
た
と
発

表
し

た
場
合
 

※
 
津
波
注
意

報
及
び

東
海
地

震
に

関
連

す
る

調
査

情
報

（
臨

時
）

の
内

容
に

よ
っ
て

は
、

市
民

安
全

部
の

み
又

は
 

市
民
安
全

部
と
関

係
部

局
に

よ
る

情
報
収

集
体

制
と

す
る

場
合

が
あ

る
。

 

改
訂
後

 

第
３

部
 

災
害

応
急

対
策

計
画

  

 第
２

章
 

災
害

対
応

組
織

の
設
置

 

第
１

節
 

震
災

発
生

時
の

配
備

指
令

の
発

令
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
市

域
に

地
震

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ
が

あ
る

場
合

に
、

市
長

等
は
配

備
指

令

を
発

令
す
る

。
 

配
備

指
令
は
、「

警
戒

配
備

」、
「

災
害
対

策
本
部

１
号
配
備

」
、「

災
害

対
策
本

部
２
号
配
備

」
、「

災

害
対

策
本

部
３
号

配
備

」
に
区

分
さ

れ
、

各
対

策
部

(
部
局

)
は

そ
の

発
令

に
応

じ
た

災
害

活
動

組
織

を
設

置
し
、
応

急
対

策
を
実
施

す
る

。
 

設
置
 

組
織
 

配
備
 

指
令
 

基
 

 
準
 

配
備
 

部
局
 

災
害

警
戒
 

本
部
 

警
戒
 

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
４
の

揺
れ
を

観
測

し
た

と
発
表

し

た
場

合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
津
波

注
意
報

を
発
表

し
た

場
合

  

○
気
象

庁
が
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情
報
（
巨

大
地

震
注
意

）

を
発

表
し
た

場
合

(※
２
) 

全
部

局
 

（
※

１
）
 

災
害

対
策
 

本
部
 

１
号
 

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
５
弱
の

揺
れ

を
観

測
し
た

と
発
表

し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
津
波

警
報

を
発
表
し
た

場
合
 

全
部

局
 

２
号
 

配
備
 

○
気
象

庁
が
本

市
で
震

度
５
強
の

揺
れ

を
観

測
し
た

と
発
表

し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
東

京
湾

内
湾

又
は
相

模
湾

・
三

浦
半

島
の
津

波

予
報

区
に
大
津

波
警
報

（
特
別

警
報

）
を
発

表
し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情
報
（
巨

大
地

震
警
戒

）

を
発

表
し
た

場
合
 

３
号
 

配
備
 

気
象

庁
が

本
市

で
震

度
６

弱
以

上
の

揺
れ

を
観

測
し

た
と

発
表

し
た
場
合
 

※
１

 
津
波

注
意
報

及
び
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨
大

地
震

注
意

）
の
内

容
に
よ

っ
て

は
、
市
長

室
の
み

又

は
市
長

室
と
関
係

部
局

に
よ

る
情
報

収
集

体
制

と
す

る
場
合

が
あ

る
。
 

※
２

 
南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

警
戒

）
の
続

報
と
し

て
、
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨
大

地

震
注

意
）
を
発

表
し
た

場
合

は
、
災

害
対
策

本
部
体

制
を
維
持

す
る

。
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改
訂
前

 

 

第
２

節
 

災
害

警
戒

本
部

の
設
置

・
運
営

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

災
害

警
戒

本
部

の
設
置

 

（
１

）
災
害

警
戒

本
部

の
設
置

基
準

 

災
害

警
戒
本

部
は
、
第

1
節
に
定
め
る

基
準
に
よ

り
、
災
害

が
発
生

し
又
は
災

害
が
発
生

す
る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

災
害

の
程
度

が
本

部
を

設
置

す
る

に
至
ら

な
い

と
き

に
、

必
要

に
応
じ

て
設
置

す
る

。
 

な
お

、
津

波
注

意
報

及
び

東
海

地
震

に
関

連
す

る
調

査
情

報
（

臨
時

）
の

内
容

に
よ

っ
て

は
、

市

民
安

全
部
の
み

又
は

市
民
安
全

部
と
関
係

部
局
に
よ

る
情
報

収
集
体
制

と
す
る

場
合
が
あ

る
。
 

 ４
 

災
害

警
戒

本
部

の
廃
止

 

警
戒

本
部
長

は
、
次
に
示
す
場
合

は
災
害

警
戒
本

部
の
規
模

を
縮

小
又

は
廃
止

す
る
。
 

な
お

、
災

害
警

戒
本

部
を

廃
止

し
た

場
合

は
、

上
記

「
2
 
災

害
警

戒
本

部
の

設
置

通
知

」
に

準
じ

て
関

係
者
に
通

知
す
る

。
 

区
 

分
 

概
 

 
要
 

市
域
観
測
震
度
に
よ
る
も
の
 

被
害

状
況

の
把

握
が

終
了

し
、

警
戒

対
応

が
概

ね
完

了
し

た
と

認

め
る

場
合
 

津
波

注
意
報
に

よ
る

も
の
 

気
象

庁
が

、
発

表
中

の
津

波
注

意
報

を
解

除
し

、
市

内
の

警
戒

対

応
が
概
ね
完
了

し
た

と
認
め
る

場
合
 

東
海

地
震
に
関
す
る
 

情
報

に
よ
る

も
の
 

○
気
象

庁
が
、
東
海
地

震
に
直
ち

に
結
び
つ

く
も
の

で
は
な

い
と

判

断
し

た
旨

の
東

海
地

震
に

関
連

す
る

調
査

情
報

(
臨

時
)
を

発
表

し
た

場
合
 

○
気
象

庁
が
、
東
海

地
震
注
意

情
報

の
解
除

を
発
表

し
た
場
合
 

 第
３

節
 

災
害

対
策

本
部

の
設
置

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

１
 

災
害

対
策

本
部

の
設
置

 

（
１

）
災
害

対
策

本
部

の
設
置

基
準

 

災
害

対
策
本

部
は
、
第

1
節
に
定
め

る
基
準

に
よ

り
設
置
す
る

。
 

  

３
 

災
害

対
策

本
部

の
廃
止

 

本
部

長
は
、
次
に
示
す
場
合
は
、
災

害
対

策
本
部

の
規
模
を
縮

小
又
は
廃

止
す
る

。
 

な
お

、
災

害
対

策
本

部
を

廃
止

し
た

場
合

は
、

上
記

「
2
 
災

害
対

策
本

部
の

設
置

通
知

」
に

準
じ

て
関

係
者
等

に
通
知

す
る
。
 

区
 

分
 

概
 

 
要
 

市
域

観
測
震

度
 

に
よ

る
も
の
 

災
害

応
急
対

策
が
概
ね
完
了
し
た

と
認
め
る

場
合
 

津
波
警
報
に
よ
る
も
の
 

気
象

庁
が

発
表

中
の

津
波

警
報

を
解

除
し

、
市

内
の

災
害

応
急

対
策

が

概
ね
完

了
し
た

と
認
め

る
場
合

 

東
海

地
震
情

報
 

に
よ

る
も
の
 

気
象

庁
が
、
東

海
地

震
予
知
情

報
を
解
除

し
た
場
合
 

 

改
訂
後

 
第

２
節

 
災

害
警

戒
本

部
の

設
置

・
運

営
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 １
 

災
害

警
戒

本
部

の
設
置

 

（
１

）
災
害

警
戒

本
部

の
設
置

基
準

 

災
害

警
戒
本

部
は
、「

第
１
節
 

震
災
発

生
時
の
配

備
指
令

の
発

令
」
に
定
め

る
基
準
に
よ

り
、
災

害
が

発
生

し
又

は
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
災

害
の

程
度

が
本

部
を

設
置

す
る
に

至
ら
な

い
と
き
に
、
必

要
に
応
じ
て

設
置
す
る

。
 

な
お

、
津
波
注

意
報
及
び
南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
（
巨
大

地
震
注

意
）
の
内
容

に
よ

っ
て
は
、

市
長

室
の
み

又
は
市
長

室
と
関
係

部
局
に
よ

る
情
報

収
集
体

制
と
す
る

場
合
が
あ

る
。
 

 ４
 

災
害

警
戒

本
部

の
廃
止

 

警
戒

本
部
長

は
、
次
に
示
す
場
合

は
災
害

警
戒
本

部
の
規
模

を
縮

小
又

は
廃
止

す
る
。
 

な
お

、
災
害

警
戒
本

部
を
廃
止

し
た

場
合

は
、
上
記
「
２
 
災

害
警

戒
本

部
の
設
置

通
知

」
に
準
じ

て
関

係
者
に
通

知
す
る

。
 

区
 

分
 

概
 

 
要
 

市
域
観
測
震
度
に
よ
る
も
の
 

被
害

状
況

の
把

握
が

終
了

し
、

警
戒

対
応

が
概

ね
完

了
し

た
と

認

め
る

場
合
 

津
波

注
意
報
に

よ
る

も
の
 

気
象

庁
が

、
発

表
中

の
津

波
注

意
報

を
解

除
し

、
市

内
の

警
戒

対

応
が
概
ね
完
了

し
た

と
認
め
る

場
合
 

南
海

ト
ラ
フ

地
震
に
 

関
す

る
情
報

に
よ
る

も
の
 

気
象

庁
が

、
南

海
ト

ラ
フ

地
震

関
連

解
説

情
報

に
お

い
て

、
注

意

す
る

措
置
の
解

除
を
発

表
し
た
場

合
 

   第
３

節
 

災
害

対
策

本
部

の
設

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 １
 

災
害

対
策

本
部

の
設
置

 

（
１

）
災
害

対
策

本
部

の
設
置

基
準

 

災
害

対
策

本
部

は
、
「

第
１
節

 
震

災
発

生
時

の
配

備
指

令
の

発
令

」
に

定
め

る
基

準
に

よ
り

設
置

す
る

。
 

 ３
 

災
害

対
策

本
部

の
廃
止

 

本
部

長
は
、
次
に
示
す
場
合
は
、
災

害
対

策
本
部

の
規
模
を
縮

小
又
は
廃

止
す
る

。
 

な
お

、
災
害

対
策
本

部
を
廃
止

し
た

場
合

は
、
上
記
「
２
 
災

害
対

策
本

部
の
設
置

通
知

」
に
準
じ

て
関

係
者
等

に
通
知

す
る
。
 

区
 

分
 

概
 

 
要
 

市
域

観
測
震

度
 

に
よ

る
も
の
 

災
害

応
急
対

策
が
概
ね
完
了
し
た

と
認
め
る

場
合
 

津
波
警
報
に
よ
る
も
の
 

気
象

庁
が

発
表

中
の

津
波

警
報

を
解

除
し

、
市

内
の

災
害

応
急

対

策
が
概
ね
完
了

し
た

と
認
め
る

場
合
 

南
海

ト
ラ
フ

地
震
に
 

関
す

る
情
報

に
よ
る

も
の
 

気
象

庁
が

、
南

海
ト

ラ
フ

地
震

関
連

解
説

情
報

に
お

い
て

、
避

難

等
の

解
除

、
注

意
す

る
措

置
の

呼
び

か
け

を
発

表
し

た
後

に
、

注

意
す

る
措
置

の
解
除

を
発
表
し
た

場
合
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改
訂
前

 

 

第
４

節
 

災
害

対
策

本
部

の
組
織

と
運
営

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

災
害

対
策

本
部

の
組
織

 

（
１

）
災
害

対
策

本
部

の
組
織

 

災
害

対
策

本
部

の
組
織

構
成

は
、

災
害

対
策

本
部

員
会

議
、

対
策

部
、

地
区

対
策

部
に
分

け
る

も

の
と

し
、
そ
れ

ぞ
れ
の

組
織
に
お

け
る
職
員

を
下
図

の
と
お

り
配
置
す
る

。
 

市
民

安
全

対
策

部
長

危
機

管
理

課
長

他
部

局
か

ら
の

指
名

職
員

市
民

安
全

部
、

監
査

委
員

事
務

局
、

地
区

対
策

班
員

地
区

対
策

班
員

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

地
区

対
策

班
員

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

地
区

対
策

班
員

北
下

浦
地

区
対

策
部

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

逸
見

地
区

対
策

部

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

地
区

対
策

班
員

大
津

地
区

対
策

部

久
里

浜
地

区
対

策
部

浦
賀

地
区

対
策

部

衣
笠

地
区

対
策

部

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

北
下

浦
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長

西
地

区
対

策
部

長

逸
見

地
区

対
策

部
長

逸
見

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

地
区

対
策

班
員

北
下

浦
地

区
対

策
部

長

衣
笠

地
区

対
策

部
長

衣
笠

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

大
津

地
区

対
策

部
長

大
津

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

久
里

浜
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長

本
庁

地
区

対
策

部
長

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

支
援

課
長

追
浜

地
区

対
策

部
長

追
浜

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

田
浦

地
区

対
策

部
長

田
浦

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

本
庁

地
区

対
策

部

市
民

部
職

員

追
浜

地
区

対
策

部

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

地
区

対
策

班
員

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

地
区

対
策

班
員

田
浦

地
区

対
策

部

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

港
湾

対
策

部
長

都
市

対
策

部
長

地
区

対
策

班
員

西
地

区
対

策
部

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

地
区

対
策

班
員

西
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長

浦
賀

地
区

対
策

部
長

浦
賀

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

久
里

浜
地

区
対

策
部

長

政
策

推
進

対
策

部

総
務

対
策

部

財
政

部
職

員

財
政

対
策

部

政
策

推
進

部
職

員

総
務

部
職

員

都
市

部
長

土
木

対
策

部
長

土
木

部
長

消
防

局
長

議
会

対
策

部
長

議
会

事
務

局
長

教
育

長

港
湾

部
長

経
済

対
策

部
長

経
済

部
長

上
下

水
道

対
策

部
長

健
康

対
策

部
長

健
康

部
長

こ
ど

も
育

成
対

策
部

長

こ
ど

も
育

成
部

長

資
源

循
環

対
策

部
長

環
境

政
策

対
策

部
長

資
源

循
環

部
長

港
湾

対
策

部
職

員

港
湾

対
策

部

教
育

対
策

部
長

上
下

水
道

局
長

消
防

対
策

部
長

環
境

政
策

部
職

員

経
済

対
策

部

経
済

部
職

員

資
源

循
環

対
策

部

環
境

政
策

部
長

教
育

委
員

会
職

員

市
民

部
長

教
育

対
策

部

消
防

対
策

部

消
防

局
職

員

議
会

対
策

部

議
会

事
務

局
職

員

都
市

対
策

部

上
下

水
道

対
策

部

上
下

水
道

局
職

員

健
康

対
策

部

健
康

部
職

員

こ
ど

も
育

成
対

策
部

こ
ど

も
育

成
部

職
員

環
境

政
策

対
策

部

都
市

部
職

員

土
木

対
策

部

土
木

部
職

員

市
民

部
職

員

市
民

対
策

部
長

政
策

推
進

部
長

総
務

対
策

部
長

総
務

部
長

総
合

対
策

部
長

市
民

安
全

部
長

財
政

対
策

部
長

財
政

部
長

地
区

対
策

部

資
源

循
環

部
職

員

横
須

賀
市

災
害

対
策

本
部

福
祉

対
策

部
長

福
祉

対
策

部

福
祉

部
長

福
祉

部
職

員

市
民

対
策

部

政
策

推
進

対
策

部
長

対
策

調
整

班

地
区

対
策

部
支

援
班

災
害

対
策

本
部

員

市 民 安 全

対
　

　
　

　
策

　
　

　
　

部

対 策 部

副
本

部
長

副
市

長

本
部

長

市
長

情
報

整
理

・分
析

班

広
報

班

物
資

車
両

班

罹
災

証
明

総
括

班

避
難

所
支

援
班

対 策 部

総 合

選
挙

管
理

対
策

班

 

※
各

部
に
配
置
さ
れ

て
い
る

保
健
師

に
あ

っ
て
は
、
健

康
対

策
部
に
集

約
配

置
す
る

。
 

改
訂
後

 
第

４
節

 
災

害
対

策
本

部
の

組
織

と
運

営
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

災
害

対
策

本
部

の
組
織

 

（
１

）
災
害

対
策

本
部

の
組
織

 

災
害

対
策

本
部

の
組
織

構
成

は
、

災
害

対
策

本
部

員
会

議
、

対
策

部
、

地
区

対
策

部
に
分

け
る

も

の
と

し
、
そ
れ

ぞ
れ
の

組
織
に
お

け
る
職
員

を
下
図

の
と
お

り
配
置
す
る

。
 

教
育

委
員

会
職

員

議
会

対
策

部
長

議
会

対
策

部

議
会

事
務

局
長

議
会

事
務

局
職

員

消
防

局
長

消
防

局
職

員
西

地
区

対
策

部
西

地
区

対
策

部
長

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

教
育

対
策

部
長

教
育

対
策

部
西

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

地
区

対
策

班
員

教
育

長

上
下

水
道

局
職

員
行

政
セ

ン
タ

ー
職

員
北

下
浦

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

地
区

対
策

班
員

消
防

対
策

部
長

消
防

対
策

部

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

久
里

浜
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長
港

湾
部

長
港

湾
対

策
部

職
員

地
区

対
策

班
員

上
下

水
道

対
策

部
長

上
下

水
道

対
策

部
北

下
浦

地
区

対
策

部
北

下
浦

地
区

対
策

部
長

上
下

水
道

局
長

浦
賀

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

土
木

対
策

部
長

土
木

対
策

部
地

区
対

策
班

員

土
木

部
長

土
木

部
職

員
久

里
浜

地
区

対
策

部
久

里
浜

地
区

対
策

部
長

港
湾

対
策

部
長

港
湾

対
策

部

経
済

部
職

員
大

津
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長
地

区
対

策
班

員

都
市

対
策

部
長

都
市

対
策

部
浦

賀
地

区
対

策
部

都
市

部
長

都
市

部
職

員
浦

賀
地

区
対

策
部

長
行

政
セ

ン
タ

ー
職

員

衣
笠

行
政

セ
ン

タ
ー

館
長

地
区

対
策

班
員

文
化

ス
ポ

ー
ツ

観
光

部
長

文
化

ス
ポ

ー
ツ

観
光

部
職

員

大
津

地
区

対
策

部
経

済
対

策
部

長
経

済
対

策
部

大
津

地
区

対
策

部
長

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

経
済

部
長

地
区

対
策

班
員

資
源

循
環

対
策

部
長

資
源

循
環

対
策

部

資
源

循
環

部
長

資
源

循
環

部
職

員
衣

笠
地

区
対

策
部

衣
笠

地
区

対
策

部
長

行
政

セ
ン

タ
ー

職
員

文
化

ス
ポ

ー
ツ

観
光

部
長

文
化

ス
ポ

ー
ツ

観
光

対
策

部

こ
ど

も
育

成
部

職
員

地
区

対
策

班
員

環
境

政
策

対
策

部
長

環
境

政
策

対
策

部
逸

見
地

区
対

策
部

逸
見

地
区

対
策

部
長

環
境

政
策

部
長

環
境

政
策

部
職

員
行

政
セ

ン
タ

ー
職

員
逸

見
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長

地
区

対
策

班
員

健
康

部
長

健
康

部
職

員
田

浦
地

区
対

策
部

田
浦

地
区

対
策

部
長

こ
ど

も
育

成
対

策
部

長
こ

ど
も

育
成

対
策

部
行

政
セ

ン
タ

ー
職

員
田

浦
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長
こ

ど
も

育
成

部
長

福
祉

対
策

部
長

福
祉

対
策

部
追

浜
地

区
対

策
部

福
祉

部
長

福
祉

部
職

員
追

浜
地

区
対

策
部

長
行

政
セ

ン
タ

ー
職

員
追

浜
行

政
セ

ン
タ

ー
館

長
健

康
対

策
部

長
健

康
対

策
部

本
庁

地
区

対
策

部
市

民
対

策
部

長
市

民
対

策
部

本
庁

地
区

対
策

部
長

市
民

部
職

員
市

民
部

長
市

民
部

職
員

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

支
援

課
長

地
区

対
策

班
員

財
政

部
長

財
政

部
職

員

税
務

対
策

部
長

税
務

対
策

部
地

区
対

策
部

税
務

部
長

税
務

部
職

員

総
務

対
策

部
長

総
務

対
策

部

総
務

部
長

総
務

部
職

員

財
政

対
策

部
長

財
政

対
策

部

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

他
部

局
か

ら
の

指
名

職
員

政
策

推
進

対
策

部
長

政
策

推
進

対
策

部

政
策

推
進

部
長

政
策

推
進

部
職

員

避
難

所
支

援
班

地
区

対
策

部
支

援
班

市
民

安
全

対
策

部
長

外
国

人
支

援
班

危
機

管
理

課
長

市
長

室
、

渉
外

部
、

監
査

委
員

事
務

局

副
本

部
長

広
報

班

副
市

長
基

地
対

策
班

市 民 安 全

対 策 部

物
資

車
両

班
総

合
対

策
部

長
罹

災
証

明
総

括
班

市
長

室
長

横
須

賀
市

災
害

対
策

本
部

災
害

対
策

本
部

員
対

　
　

　
　

策
　

　
　

　
部

本
部

長

市
長

総 合

対 策 部

対
策

調
整

班

情
報

整
理

分
析

班

 
※

各
部

に
配
置

さ
れ
て
い

る
保
健

師
に
あ

っ
て
は

、
健

康
対
策
部

に
集
約

配
置

す
る

。
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改
訂
前

 

 

２
 

災
害

対
策

本
部

の
運
営

 

（
１

）
災
害

対
策

本
部

の
事
務

分
掌

 

災
害

対
策
本

部
の
各
対

策
部
に
お

け
る
事
務

分
掌

は
、「

横
須

賀
市
災

害
対
策

本
部
運
営

要
綱
」
に

定
め

る
他
、
各

対
策

部
が
定
め
る

活
動
細

部
計
画

等
に
よ
る

。
 

対
策
部
名

 
所

掌
す

る
事

務
 

総 合 対 策 部 

対
策
調
整

班
 

1
 
災

害
対

策
本

部
の

運
営

に
関

す
る
こ

と
 

2
 
本

部
長

の
指

示
、

命
令

等
の

伝
達

に
関

す
る

こ
と

 

3
 
県

及
び

関
係
機

関
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ
と

 

4
 
自

衛
隊

、
警

察
等

に
よ
る

救
援

の
要

請
及

び
受

入
れ

に
関

す
る

こ
と

 

5
 
災

害
救

助
法

に
基

づ
く

事
務

に
係

る
手

続
き

に
関

す
る

こ
と

 

6
 
職

員
へ

の
食

糧
等

の
支

給
に

関
す

る
こ

と
 

7
 
職

員
の

時
間
外

勤
務

等
に

関
す

る
こ

と
 

8
 
他

の
公

共
団

体
職

員
の

応
援
要

請
に

関
す

る
こ
と

 

9
 
各

対
策

部
等

と
の

連
絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
 

情
報
整
理

・
 

分
析
班

 

1
 
市

民
か

ら
の

通
報

に
関

す
る
こ

と
 

2
 
被

害
情

報
、

災
害
情

報
等

の
収

集
、

整
理

、
伝

達
及

び
報

告
に

関
す

る
こ
と

 

3
 
被

害
状

況
等

の
集

計
、

報
告

に
関

す
る
こ

と
 

広
報
班

 

1
 
災

害
時

に
お
け

る
広

報
に

関
す

る
こ

と
 

2
 
各

対
策

部
と

の
広

報
内

容
及

び
報

道
内

容
の

調
整

に
関

す
る

こ
と

 

3
 
報

道
機

関
と

の
連

絡
に

関
す

る
こ

と
 

選
挙

管
理
対

策
班
 

選
挙
管

理
委

員
会
事
務

局
の

事
務
分

掌
に

関
連

す
る

災
害

対
応

業
務

に
関

す
る

こ
と

 

市 民 安 全 対 策 部 

物
資
車
両

班
 

1
 
物

資
な

ど
の

調
達

・
調
整

・
供
給

に
関

す
る

こ
と

 

2
 
車

両
、

資
機
材

な
ど
の

調
達

・
管

理
に

関
す

る
こ
と

 

罹
災

証
明

 

総
括
班

 

1
 
被

害
の

認
定
等

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
 

2
 
罹

災
証

明
の

発
行
手

続
き

等
の

総
合
調

整
に

関
す

る
こ
と

 

避
難
所

支
援

班
 

1
 
避

難
施

設
の

開
設

に
関

す
る
こ

と
 

2
 
避

難
所

運
営

の
支

援
に

関
す

る
こ

と
 

3
 
避

難
者

の
支

援
に

関
す

る
こ

と
 

地
区
対
策

部
 

支
援
班

 

1
 
被

害
情

報
等

の
収

集
、

整
理

、
伝

達
に

関
す

る
こ
と

 

2
 
自

治
会

、
町

内
会

等
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ
と

 

3
 
災

害
対

応
、

被
災
者

関
連

業
務

に
関

す
る
こ

と
 

政
策
推

進
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
政

策
推

進
部

の
業

務
(広

報
に

関
す

る
こ
と

を
除

く
)に

関
連

す
る
 

災
害
対

応
に

関
す

る
こ

と
 

総
務
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
総

務
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

財
政
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
財

政
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

市
民
対

策
部

 
1
 事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
市

民
部

の
業

務
に
関

連
す

る
災

害
対
応

に
関

す
る

こ
と

 

2
 地

区
対

策
部

に
か
か

わ
る

市
民
安

全
対

策
部

と
の

連
携

・
調

整
に

関
す

る
こ
と

 

福
祉
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
福

祉
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

健
康
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
健

康
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

こ
ど
も

育
成
対
策

部
 

事
務
分
掌
規
則
に
定
め
る
こ
ど
も
育
成
部
の
業
務
に
関
連
す
る
災
害
対
応
に
関
す
る
こ
と
 

環
境
政

策
対
策
部

 
事
務
分
掌
規
則
に
定
め
る
環
境
政
策
部
の
業
務
に
関
連
す
る
災
害
対
応
に
関
す
る
こ
と
 

改
訂
後

 
２

 
災
害

対
策

本
部

の
運
営

 

（
１

）
災
害

対
策

本
部

の
事
務

分
掌

 

災
害

対
策
本

部
の
各
対

策
部
に
お

け
る
事
務

分
掌

は
、「

横
須

賀
市
災

害
対
策

本
部
運
営

要
綱
」
に

定
め

る
他
、
各

対
策

部
が
定
め
る

活
動
細

部
計
画

等
に
よ
る

。
 

対
策
部

名
 

所
掌

す
る

事
務

 

総 合 対 策 部 

対
策

調
整

班
 

1
 

災
害

対
策

本
部

の
運

営
に
関
す

る
こ
と

 

2
 

本
部

長
の
指

示
、
命

令
等
の
伝

達
に
関
す

る
こ
と

 

3
 

県
及

び
関

係
機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関
す

る
こ
と

 

4
 

自
衛

隊
、
警

察
等
に

よ
る

救
援

の
要

請
及

び
受

入
れ
に

関
す

る
こ
と

 

5
 

災
害

救
助

法
に
基
づ

く
事
務

に
係
る
手

続
き
に
関
す

る
こ
と

 

6
 

職
員

へ
の

食
料

等
の
支

給
に
関
す

る
こ
と

 

7
 

職
員

の
時

間
外
勤

務
等

に
関
す

る
こ
と

 

8
 

他
の
公

共
団
体

職
員

の
応

援
要
請

に
関
す

る
こ
と

 

9
 

各
対

策
部

等
と
の

連
絡

調
整

に
関
す

る
こ
と

 

情
報

整
理

 

分
析

班
 

1
 

市
民

か
ら

の
通
報

に
関
す

る
こ
と

 

2
 

被
害

情
報

、
災

害
情
報

等
の
収

集
、
整

理
、
伝

達
及
び
報

告
に
関
す

る
こ
と

 

3
 

被
害

状
況

等
の
集

計
、
報

告
に
関
す

る
こ
と

 

広
報

班
 

1
 

災
害

時
に
お

け
る

広
報

に
関
す

る
こ
と

 

2
 

各
対

策
部

と
の

広
報

内
容

及
び
報

道
内
容

の
調

整
に
関
す
る

こ
と

 

3
 

報
道

機
関

と
の

連
絡

に
関
す

る
こ
と

 

基
地

対
策

班
 

自
衛

隊
と
米

海
軍

と
の

連
携

に
関
す

る
こ
と

 

市 民 安 全 対 策 部 

物
資

車
両

班
 

1
 

物
資

な
ど

の
調
達

・
調

整
・
供

給
に
関
す

る
こ
と

 

2
 

車
両

、
資

機
材

な
ど

の
調
達

・
管

理
に
関
す

る
こ
と

 

罹
災

証
明

 

総
括

班
 

1
 

被
害

の
認

定
等

の
総

合
調
整

に
関
す

る
こ
と

 

2
 

罹
災

証
明

の
発

行
手
続

き
等
の
総

合
調
整

に
関
す

る
こ
と

 

避
難

所
支

援
班

 

1
 

避
難

施
設

の
開

設
に
関
す

る
こ
と

 

2
 

避
難

所
運

営
の
支

援
に
関
す

る
こ
と

 

3
 

避
難

者
の
支

援
に
関
す

る
こ
と

 

地
区

対
策

部
 

支
援

班
 

1
 

被
害

情
報

等
の
収
集
、
整

理
、
伝

達
に
関
す

る
こ
と

 

2
 

自
治

会
、
町

内
会
等

と
の

連
絡

調
整

に
関
す

る
こ
と

 

3
 

災
害

対
応

、
被

災
者
関

連
業
務

に
関
す

る
こ
と

 

外
国

人
支

援
班

 
外
国

人
避

難
者

の
支
援

に
関
す

る
こ
と

 

政
策

推
進

対
策
部

 
事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
政
策

推
進

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と
 

総
務

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
総
務

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

財
政

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
財
政

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

税
務

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
税
務

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

市
民

対
策

部
 

1
 事

務
分
掌

規
則

に
定
め

る
市
民

部
の
業

務
に
関
連

す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

2
 地

区
対
策

部
に
か

か
わ

る
市
民

安
全

対
策
部

と
の

連
携

・
調

整
に
関
す

る
こ
と

 

福
祉

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
福
祉

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

健
康

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
健
康

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

こ
ど

も
育

成
対

策
部

 
事
務
分
掌
規
則
に
定
め
る
こ
ど
も
育
成
部
の
業
務
に
関
連
す
る
災
害
対
応
に
関
す
る
こ
と
 

環
境

政
策

対
策
部

 
事
務
分
掌
規
則
に
定
め
る
環
境
政
策
部
の
業
務
に
関
連
す
る
災
害
対
応
に
関
す
る
こ
と
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改
訂
前

 

 

 

対
策
部
名

 
所

掌
す

る
事

務
 

資
源
循

環
対

策
部

 
事
務
分
掌
規
則
に
定
め
る
資
源
循
環
部
の
業
務
に
関
連
す
る
災
害
対
応
に
関
す
る
こ
と
 

経
済
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
経

済
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

都
市
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
都

市
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

土
木
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
土

木
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

港
湾
対

策
部

 
事

務
分

掌
規

則
に

定
め

る
港

湾
部

の
業

務
に

関
連

す
る

災
害

対
応

に
関

す
る

こ
と

 

上
下
水

道
対

策
部

 
上

下
水

道
局

の
事

務
分

掌
に

関
連

す
る

災
害
対
応

業
務

に
関

す
る

こ
と

 

消
防
対

策
部

 
消

防
局

の
事

務
分

掌
に

関
連

す
る

災
害

対
応

業
務

に
関

す
る

こ
と

 

議
会
対

策
部

 
議

会
事

務
局

の
事

務
分

掌
に

関
連

す
る

災
害
対
応

業
務

に
関

す
る

こ
と

 

教
育
対

策
部

 
1
 

教
育
委

員
会

事
務
局
等

の
事
務
分

掌
に

関
連

す
る

災
害

対
応

業
務

に
関

す
る

こ
と

 

2
 

市
民
安

全
対

策
部

避
難

所
支
援
班

が
行

う
避

難
対

策
へ

の
協

力
・

支
援

に
関

す
る

こ
と

 

地
区
対

策
部

 
1
 

地
区

の
防

災
活

動
拠

点
に

お
け

る
災

害
対

応
業
務

の
総

合
調
整

に
関

す
る

こ
と

 

2
 

事
務
分

掌
規

則
に

定
め

る
市

民
部

に
関

連
す
る

災
害

対
応

業
務

に
関

す
る

こ
と

 

注
）
 災

害
発
生
時

は
、
上
記

に
示
し
た

以
外

の
業

務
や
想

定
を
超
え

た
業
務
量

が
発

生
す
る

可
能
性

が
あ
り

、
災
害
状
況

や
被

害
発
生
規
模

に
よ
り

応
援
職

員
が
必
要

と
な
っ
た

各
対
策
部
は
、
総

合
対
策
部

に
対
し
応

援
要
請
を
行
う
。
 

総
合
対
策
部

は
応

援
要
請

に
基
づ

き
、
災
害
対
策
本
部
員
会
議

で
調
整

の
上
、
災
害
対
策
本
部
長

の
指
示

に
よ
り

応
援
職

員
の
派

遣
等

や
必

要
な
措
置

を
講
ず
る
も

の
と
す
る

。
 

      第
３

章
 

職
員

の
配
備

・
参

集
 

第
２

節
 

職
員

の
参

集
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 勤
務

時
間

外
に

お
い

て
、

配
備

指
令

発
令

基
準

に
掲

げ
る

各
事

象
が

発
生

し
た

場
合

は
、

職
員

は

自
ら

や
家

族
等

の
安

全
を

確
保

し
た

後
、

下
表

に
よ

り
上
司

等
の

指
示

を
待
つ

事
な

く
指

定
さ

れ
た

配
備

場
所
に
参

集
す
る

。
 

区
 

分
 

配
備

指
令
の
内

容
 

概
 

 
要
 

市
民

安
全
対

策
部
 

避
難

所
支
援

班
 

災
害

対
策
本

部
 

(
1
～
3
号
配

備
)
の
 

配
備

指
令
 

配
備

体
制

に
基

づ
き

、
指

定
さ

れ
た

震
災

時
避

難
所

に
参
集

す
る
。
 

た
だ

し
、
大
津
波

警
報
（
特
別

警
報

）
、
津
波

警

報
、

東
海

地
震

注
意

情
報

発
表

の
際

は
、

別
途

指
示

に
従
う
。
 

市
民

安
全
対

策
部
 

地
区

対
策
部

支
援
班
 

災
害

対
策
本

部
 

(
1
～
3
号
配

備
)
の
 

配
備

指
令
 

配
備

体
制

に
基

づ
き

、
指

定
さ

れ
た

地
区

対
策

拠
点

(
行

政
セ
ン

タ
ー

等
)に

参
集

す
る
。
 

た
だ

し
、
大
津
波

警
報
（
特
別

警
報

）
、
津
波

警

報
、

東
海

地
震

注
意

情
報

発
表

の
際

は
、

別
途

指
示

に
従
う
。
 

そ
の

他
の
各
対

策
 

部
(
部

局
)職

員
 

警
戒

配
備
以

上
の
 

配
備

指
令
 

各
対

策
部

(
部

局
)
の

配
備

体
制

に
基

づ
き

、
指

定
配

備
場

所
、

そ
の

他
各

対
策

部
活

動
細

部
計

画
に
基
づ
く

指
定
場

所
に
参
集

す
る

。
 

改
訂
後

 
 

対
策
部

名
 

所
掌

す
る

事
務

 

資
源

循
環

対
策
部

 
事
務
分
掌
規
則
に
定
め
る
資
源
循
環
部
の
業
務
に
関
連
す
る
災
害
対
応
に
関
す
る
こ
と
 

文
化

ス
ポ

ー
ツ

観
光

対
策

部
 

事
務
分
掌
規
則
に
定
め
る
文
化
ス
ポ
ー
ツ
観
光
部
の
業
務
に
関
連
す
る
災
害
対
応
に
関
す

る
こ
と
 

経
済

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
経
済

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

都
市

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
都
市

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

土
木

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
土
木

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

港
湾

対
策

部
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
港
湾

部
の
業

務
に
関

連
す
る

災
害

対
応

に
関
す

る
こ
と

 

上
下

水
道

対
策
部

 
上
下

水
道

局
の
事

務
分
掌

に
関

連
す
る

災
害

対
応

業
務

に
関
す

る
こ
と

 

消
防

対
策

部
 

消
防

局
の
事

務
分
掌

に
関

連
す
る

災
害

対
応

業
務

に
関
す

る
こ
と

 

教
育

対
策

部
 

1
 

教
育

委
員

会
事
務

局
等

の
事

務
分
掌

に
関

連
す
る

災
害

対
応

業
務

に
関
す

る
こ
と

 

2
 

市
民

安
全

対
策

部
避

難
所
支

援
班

が
行
う
避

難
対
策

へ
の

協
力
・
支
援

に
関
す

る
こ

と
 

議
会

対
策

部
 

議
会

事
務

局
の
事

務
分
掌

に
関

連
す
る

災
害

対
応

業
務

に
関
す

る
こ
と

 

地
区

対
策

部
 

1
 

地
区

の
防

災
活
動

拠
点

に
お

け
る

災
害

対
応

業
務

の
総

合
調
整

に
関
す

る
こ
と

 

2
 

事
務

分
掌

規
則

に
定
め

る
市
民

部
に
関

連
す
る

災
害

対
応

業
務

に
関
す

る
こ
と

 

注
）
 災

害
発
生
時

は
、
上
記

に
示
し
た

以
外

の
業
務

や
想
定
を
超
え

た
業
務
量

が
発

生
す
る

可
能
性

が
あ
り

、
災
害
状
況

や
被

害
発
生
規
模

に
よ
り

応
援
職

員
が
必
要

と
な
っ
た

各
対
策
部
は
、
総

合
対
策
部

に
対
し
応

援
要
請
を
行
う
。
 

総
合
対
策
部

は
応
援
要
請

に
基
づ

き
、
災
害
対
策
本
部
員
会
議

で
調
整

の
上
、
災
害
対
策
本
部
長

の
指
示

に
よ
り

応
援
職

員
の
派

遣
等

や
必
要

な
措
置

を
講
ず
る
も

の
と
す
る

。
 

 第
３

章
 

職
員

の
配
備

・
参

集
 

第
２

節
 

職
員

の
参

集
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

勤
務

時
間

外
に

お
い

て
、

配
備

指
令

発
令

基
準

に
掲

げ
る

各
事

象
が

発
生

し
た

場
合

は
、

職
員

は

自
ら

や
家

族
等

の
安

全
を

確
保

し
た

後
、

下
表

に
よ

り
上
司

等
の

指
示

を
待
つ

事
な

く
指

定
さ

れ
た

配
備

場
所
に
参

集
す
る

。
 

区
 

分
 

配
備

指
令
の
内

容
 

概
 

 
要
 

市
民

安
全
対

策
部
 

避
難

所
支
援

班
 

災
害

対
策
本

部
 

(
１
～
３
号
配
備

)の
 

配
備

指
令
 

配
備

体
制

に
基

づ
き

、
指

定
さ

れ
た

震
災

時
避

難
所

に
参
集

す
る
。
 

た
だ

し
、
大
津

波
警
報
（
特
別

警
報

）
、
津
波

警

報
、
南
海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
発
表
の
際
は
、

別
途

指
示
に
従
う
。
 

市
民

安
全
対

策
部
 

地
区

対
策
部

支
援
班
 

災
害

対
策
本

部
 

(
１
～
３
号
配
備

)の
 

配
備

指
令
 

配
備

体
制

に
基

づ
き

、
指

定
さ

れ
た

地
区

対
策

拠
点

(
行

政
セ
ン

タ
ー

等
)に

参
集

す
る
。
 

た
だ

し
、
大
津

波
警
報
（
特
別

警
報

）
、
津
波

警

報
、
南
海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
発
表
の
際
は
、

別
途

指
示
に
従
う
。
 

そ
の

他
の
各
対

策
 

部
(
部

局
)職

員
 

警
戒

配
備
以

上
の
 

配
備

指
令
 

各
対

策
部

(
部

局
)
の

配
備

体
制

に
基

づ
き

、
指

定
配

備
場

所
、

そ
の

他
各

対
策

部
活

動
細

部
計

画
に
基
づ
く

指
定
場

所
に
参
集

す
る

。
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改
訂
前

 

 

第
３

節
 

参
集

・
配

備
の
手

順
及

び
留
意

事
項

等
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 職
員

の
配
備

・
参
集

に
つ
い
て

は
、
第

1
節
及

び
第

2
節
に

よ
る
ほ
か

、
そ
の

手
順
及

び
留

意
事

項
等

を
次
に
示
す
。
 

項
 

目
 

概
 

 
要
 

勤
務

時
間
内

に
 

お
け

る
地
震
 

情
報

等
の
覚
知
 

及
び
配

備
 

○
市

民
安

全
部

は
、

県
防

災
行

政
通

信
網

、
テ
レ

ビ
、

ラ
ジ

オ
等

に
よ

り

市
域

の
観
測

震
度

、
津

波
警

報
・

注
意
報

及
び

東
海

地
震

関
連

情
報

な

ど
情

報
の
発
表

を
覚
知

す
る
。
 

○
職

員
は

、
総
合

対
策
部

(
市

民
安
全

部
)
に

よ
る

緊
急
情

報
メ
ー

ル
や

庁

内
放

送
等

に
よ

る
配

備
指

令
を

確
認

後
、

各
対
策

部
長

(
部

局
長

)
等

の

指
示

に
よ
り

配
備
に
就
く
。
 

○
状

況
に
よ

り
市
民

安
全

部
又

は
関

連
部

局
の
み

で
警

戒
配

備
を

敷
く

場

合
は
、
庁
内

放
送
や
緊

急
情
報

メ
ー

ル
等
で

そ
の

旨
の
通
知
を

す
る
。
 

勤
務

時
間
外

に
 

お
け

る
地
震
 

情
報

等
の
覚
知
 

及
び
参

集
・
配

備
 

○
職

員
は
、

テ
レ
ビ

、
ラ

ジ
オ

、
防

災
行

政
無
線

、
緊

急
情

報
メ

ー
ル

な

ど
に

よ
り

、
市

域
の

観
測

震
度

、
津

波
警

報
・
注

意
報

及
び

東
海

地
震

関
連

情
報
な
ど

情
報

の
発
表
を
覚

知
す
る

。
 

○
「
第
１
節
 
職

員
の
配
備

体
制

」
に
定
め
る

配
備
基

準
の
事
象

の
場
合

は
、

各
対

策
部

の
配

備
体

制
に

基
づ

き
、

あ
ら

か
じ
め

指
定

さ
れ

た
配

備
場

所
に
参

集
し
配

備
に
就
く
。
 

た
だ

し
、
大
津

波
警
報

（
特
別

警
報

）
又
は
津

波
警
報

が
発
表

さ
れ

た

場
合

は
、
安

全
確

保
の
た

め
、
配

備
の
一

時
見

合
わ
せ

な
ど
の

措
置

が

取
ら

れ
る
の
で

注
意

す
る
。
 

○
状
況
に
よ
り
市
民
安
全
部
も
し
く
は
関
連
部
局
の
み
で
警
戒
配
備
を
実
施

す
る
場
合
は
、
緊
急
情
報
メ
ー
ル
等
で
そ
の
旨
の
通
知
を
す
る
。
 

改
訂
後

 
第

３
節

 
参

集
・

配
備

の
手

順
及

び
留

意
事

項
等

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 職
員

の
配
備
・
参
集

に
つ
い
て

は
、「

第
１
節
 職

員
の
配
備

」
及
び
「
第
２
節
 
職
員
の
参

集
」
に

よ
る

ほ
か
、
そ

の
手
順

及
び
留
意

事
項
等

を
次
に
示
す
。
 

項
 

目
 

概
 

 
要
 

勤
務

時
間
内

に
 

お
け

る
地
震
 

情
報

等
の
覚
知
 

及
び
配

備
 

○
市
長

室
は
、
県
防

災
行
政
通

信
網
、
テ
レ
ビ

、
ラ
ジ

オ
等
に

よ
り
市
域

の

観
測

震
度
、
津
波

警
報
・
注
意

報
及

び
南
海

ト
ラ

フ
地
震
臨
時

情
報
な
ど

情
報

の
発
表

を
覚
知

す
る
。
 

○
職
員

は
、
総
合

対
策

部
(
市
長

室
)
に

よ
る

緊
急
情

報
メ
ー

ル
や

庁
内

放
送

等
に

よ
る
配
備

指
令

を
確
認
後

、
各
対

策
部
長

(
部
局

長
)等

の
指

示
に
よ

り
配

備
に
就
く
。
 

○
状
況

に
よ

り
市
長

室
又
は
関
連

部
局
の
み

で
警
戒

配
備
を
敷
く
場
合

は
、

庁
内

放
送
や
緊

急
情

報
メ
ー
ル

等
で

そ
の

旨
の
通
知

を
す
る

。
 

勤
務

時
間
外

に
 

お
け

る
地
震
 

情
報

等
の
覚
知
 

及
び
参

集
・
配

備
 

○
職
員

は
、
テ
レ

ビ
、
ラ
ジ
オ

、
防
災

行
政
無

線
、
緊
急
情

報
メ
ー
ル

な
ど

に
よ

り
、
市
域
の
観

測
震
度
、
津
波
警

報
・
注
意

報
及

び
南
海

ト
ラ
フ

地

震
臨

時
情
報

な
ど
情
報

の
発
表

を
覚

知
す
る

。
 

○
「
第
１
節
 
職
員

の
配
備
体

制
」
に
定
め
る

配
備
基

準
の
事

象
の
場
合

は
、

各
対

策
部
の
配
備
体

制
に
基
づ
き

、
あ
ら
か

じ
め
指
定

さ
れ

た
配
備
場

所

に
参

集
し
配
備

に
就
く
。
 

た
だ

し
、
大
津

波
警
報
（
特
別

警
報

）
又
は
津
波

警
報
が
発
表

さ
れ
た

場

合
は
、
安
全
確

保
の
た

め
、
配
備

の
一
時

見
合
わ
せ

な
ど
の

措
置

が
取
ら

れ
る

の
で
注
意

す
る

。
 

○
状
況
に
よ
り
市

長
室

も
し
く
は
関
連
部
局
の
み
で
警
戒

配
備
を
実
施
す
る

場
合
は
、
緊
急
情
報
メ
ー
ル
等
で
そ
の
旨
の
通
知
を
す
る
。
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改
訂
前

 

 

第
８

章
 

保
健

衛
生

・
防
疫

対
策

 

第
５

節
 

ペ
ッ

ト
対

策
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

動
物

の
保
護

 

健
康

対
策

部
は

、
被
災

現
場

に
放

置
さ

れ
た

ま
ま

の
動

物
や

飼
い

主
の

不
明

な
動

物
が
多

数
発

生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
獣

医
師

会
等

関
係

団
体

や
動

物
愛

護
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
協

力
し
、
適
切

な
動
物

の
保
護
を
行
う
。
 

な
お

、
ペ
ッ

ト
の
震
災

時
避
難

所
で
の
受
け
入
れ

に
つ
い
て

は
、
運
営

委
員
会

の
判
断
に
よ

る
。
 

  ２
 

避
難

所
に
お

け
る

適
正

な
飼
育

 

震
災

時
避

難
所

に
お
い

て
は

、
獣

医
師

会
等

関
係

団
体

の
協

力
体

制
の

も
と

、
飼

い
主
と

と
も

に

避
難

し
た

動
物

に
つ

い
て

、
飼

育
状

況
の

把
握

、
適

正
飼

育
、

環
境

衛
生

に
対

す
る

指
導

等
を

行
う

な
ど

、
動
物

の
愛
護

及
び
環
境

衛
生

の
維
持

に
努
め

る
。
 

項
 

目
 

概
 

 
要
 

避
難

所
に
お

け
る
 

飼
育

の
原
則
 

○
運

営
委

員
会

は
、

避
難

所
で

の
多

種
多

様
な
価

値
観

を
持

つ
人

の
共

同

生
活

を
円
滑

に
実
施

す
る

た
め

、
人

と
ペ

ッ
ト
の

居
住

区
の

区
分

け
な

ど
管
理

方
針

を
作
成

す
る
。
 

○
飼

い
主
は

、
他
の

被
災

者
の

理
解

の
も

と
、
給

餌
、

排
泄

物
の

清
掃

等

の
全

責
任
を
持
つ
こ
と

を
原
則

と
す

る
。
 

ペ
ッ

ト
の
把
握
 

運
営

委
員

会
は
、
避
難

所
で
の

ペ
ッ
ト

の
適
正

管
理

を
図
る
た

め
、
次
に

挙
げ

る
事
項

を
飼
い
主
か
ら
届
け
出
て
も

ら
う
。
 

 ○
飼
育

者
の
氏

名
と
住

所
 

○
動
物

の
種
類

と
数
 

○
動
物

の
特
徴

(
性
別

・
体
格

・
毛

色
 等

) 

飼
育

場
所
の
指

定
 

運
営

委
員
会

は
、
避
難

所
で
は

様
々

な
価
値

観
を
持
つ
人
、
ア

レ
ル
ギ
ー

体
質

を
持
つ
人
が
共
同

生
活
を
営
む

こ
と

を
鑑
み
、
避
難
所

に
お

け
る

適

切
な
飼

育
場

所
の
指
定

を
行
う
。
 

物
資

等
の
提
供
 

健
康

対
策
部

は
、
必
要

に
応
じ
次
に
挙
げ
る

提
供

を
行
う
。
 

○
動
物

用
物
資

の
配
布

(
食
料

、
生

活
必

需
品

) 

○
動
物

の
負
傷

や
病
気

に
対
す
る

診
断
、
治

療
 

○
動
物

に
関
す

る
相
談

(
一
時

預
か
り
、
飼

育
相

談
 
等
) 

保
護

施
設
等

へ
の
 

受
入

調
整
 

健
康

対
策

部
は
、
獣
医

師
会
等

関
係

団
体
の
協

力
の
も

と
、
必

要
に
応
じ

て
、
避

難
所
か
ら

保
護

施
設
へ
の

動
物

の
受
入

れ
及
び
譲
渡

等
の
調

整
を

行
う
。
 

 

改
訂
後

 

第
８

章
 

保
健

衛
生

・
防
疫

対
策

 

第
５

節
 

ペ
ッ

ト
対

策
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

動
物

の
保
護

 

健
康

対
策

部
は

、
被
災

現
場

に
放

置
さ

れ
た

ま
ま

の
動

物
や

飼
い

主
の

不
明

な
動

物
が
多

数
発

生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
獣

医
師

会
等

関
係

団
体

や
動

物
愛

護
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
協

力
し
、
適
切

な
動
物

の
保
護
を
行
う
。
 

な
お

、
ペ

ッ
ト

の
震
災

時
避
難

所
で

の
受

け
入

れ
は

、
ペ
ッ

ト
の

放
浪

・
逸

走
、

動
物
由

来
感

染

症
の
予

防
、
被

災
者

の
心
の
ケ

ア
、
動
物

愛
護
の
観

点
か
ら

、
同

行
避

難
を
原
則

と
す
る
。
 

 ２
 

避
難

所
に
お

け
る

適
正

な
飼
育

 

震
災

時
避

難
所

に
お
い

て
は

、
獣

医
師

会
等

関
係

団
体

の
協

力
体

制
の

も
と

、
飼

い
主
と

と
も

に

避
難

し
た

動
物

に
つ

い
て

、
飼

育
状

況
の

把
握

、
適

正
飼

育
、

環
境

衛
生

に
対

す
る

管
理

等
を

行
う

な
ど

、
動
物

の
愛
護

及
び
環
境

衛
生

の
維
持

に
努
め

る
。
 

項
 

目
 

概
 

 
要
 

避
難

所
に
お

け
る
 

飼
育

の
原
則
 

○
運

営
委

員
会

は
、

避
難

所
で

の
多

種
多

様
な
価

値
観

を
持

つ
人

の
共

同

生
活

を
円
滑

に
実
施

す
る

た
め

、
人

と
ペ

ッ
ト
の

居
住

区
の

区
分

け
な

ど
、
震

災
時

避
難
所

運
営
マ
ニ

ュ
ア
ル
に

沿
っ
た

管
理
を
行
う

。
 

○
飼

い
主
は

、
他
の

被
災

者
の

理
解

の
も

と
、
給

餌
、

排
泄

物
の

清
掃

等

の
全

責
任
を
持
つ
こ

と
を
原
則

と
す

る
。
 

ペ
ッ

ト
の
把
握
 

運
営

委
員

会
は
、
避
難

所
で
の

ペ
ッ
ト

の
適
正

管
理

を
図
る
た

め
、
次
に

挙
げ

る
事
項

を
飼
い
主
か
ら
届
け
出
て
も

ら
う
。
 

 ○
飼
育

者
の
氏

名
と
住

所
 

○
動
物

の
種
類

と
数
 

○
動
物

の
特
徴

(
性
別

・
体
格

・
毛

色
 等

) 

飼
育

場
所
の
指

定
 

運
営

委
員
会

は
、
避
難

所
で
は

様
々

な
価
値

観
を
持
つ
人
、
ア

レ
ル
ギ
ー

体
質

を
持
つ
人
が
共
同

生
活
を
営
む

こ
と

を
鑑
み
、
避
難
所

に
お

け
る

適

切
な
飼

育
場

所
の
指
定

を
行
う
。
 

物
資

等
の
提
供
 

健
康

対
策
部

は
、
必
要

に
応
じ
次
に
挙
げ
る

提
供

を
行
う
。
 

○
支
援

物
資

と
し
て

本
市
に
送
ら

れ
た
動
物

用
物
資

の
配
布

(
食

料
、
生
活

必
需

品
) 

○
動

物
の
負

傷
や
病

気
に

対
す

る
診

断
、

治
療

を
獣
医

師
会

等
の

協
力

を

得
な

が
ら
行
う
。
 

○
動
物

に
関
す

る
相
談

(
一
時

預
か
り
、
飼

育
相

談
 
等
) 

保
護

施
設
等

へ
の
 

受
入

調
整
 

健
康

対
策

部
は
、
獣
医

師
会
等

関
係

団
体
の
協

力
の
も

と
、
必

要
に
応
じ

て
、
避

難
所
か
ら

保
護

施
設
へ
の

動
物

の
受
入

れ
及
び
譲
渡

等
の
調

整
を

行
う
。
 

 

23



改
訂
前

 

 

第
2
0
章

 
応
援

及
び

派
遣

の
要
請

 

第
４

節
 

自
衛

隊
の

派
遣

要
請

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ３
 

自
衛

隊
派

遣
部

隊
の

受
入

れ
体
制

 

（
２

）
活
動

拠
点

等
の

提
供

 

派
遣

要
請
と
同

時
に
、
本
計
画

第
2
部
第

5
章
第

2
節
に
計

画
す
る

活
動
拠

点
及
び
ヘ
リ

ポ
ー
ト

を
自

衛
隊
へ
提

供
す
る

。
 

な
お

、
海

上
か

ら
自
衛

隊
船
舶

に
よ

る
活

動
が

実
施

さ
れ
る

場
合

に
は

、
港

湾
対

策
部

に
お

い
て

使
用

す
る
岸
壁

を
調
整

す
る
。
 

改
訂
後

 

第
2
0
章

 
応
援

及
び

派
遣

の
要
請

 

第
４

節
 

自
衛

隊
の

派
遣

要
請

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ３
 

自
衛

隊
派
遣

部
隊

の
受
入

れ
体
制

 

（
２

）
活
動

拠
点

等
の

提
供

 

派
遣

要
請

と
同

時
に

、
「

第
２

部
第

５
章

第
２
節

 
応

援
部

隊
の

活
動

拠
点

等
の

整
備

」
に

計
画

す

る
活

動
拠

点
及

び
ヘ

リ
ポ

ー
ト

を
自

衛
隊

へ
提
供

す
る

。
な

お
、

自
衛

隊
施

設
の

被
災

に
よ

り
活
動

拠
点

と
し
て

耐
え
が

た
い
場
合

は
、
別
途

指
定
す
る

公
共
空

地
を
提
供

す
る
も

の
と
す
る

。
 

ま
た

、
海

上
か

ら
自
衛

隊
船
舶

に
よ

る
活

動
が

実
施

さ
れ
る

場
合

に
は

、
港

湾
対

策
部

に
お

い
て

使
用

す
る

岸
壁

を
調

整
し
た

上
、
「

第
２

部
第

８
章

第
１
節

 
緊

急
輸

送
体

制
の

整
備

」
に

計
画

す
る

受
入

れ
港
を
提

供
す
る

。
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第
5
部

は
「

東
海

地
震

事
前

対
策

計
画

」
か
ら

 

「
南
海

ト
ラ

フ
地
震

防
災

対
策

推
進

計
画

」
に

差
し

替
え

 

第
５

部
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

防
災

対
策

推
進

計
画

  

 第
１

章
 

総
則

 
 

 第
１

節
 

推
進

計
画

の
目
的

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
こ
の

計
画

は
、
南
海

ト
ラ
フ

地
震

に
係
る
地
震

防
災
対
策

の
推

進
に
関
す
る

特
別
措
置

法
（
平
成

1
4

年
法

律
第

9
2
号
。
以
下

「
法
」
と

い
う

。
）

第
３
条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き

、
本
市

が
南

海
ト
ラ

フ

地
震

防
災

対
策

推
進

地
域

に
指

定
さ

れ
た

こ
と
を

受
け
、
法

第
５

条
第

２
項
の

規
定

に
基

づ
き

、
南

海

ト
ラ

フ
地
震

に
伴
い

発
生

す
る

津
波

か
ら

の
防
護

、
円
滑

な
避

難
の
確

保
及

び
迅

速
な
救

助
に

関
す

る

事
項

、
南
海

ト
ラ
フ

地
震

に
関

し
地

震
防

災
上
緊

急
に
整

備
す

べ
き

施
設

等
の

整
備

に
関

す
る

事
項

等

を
定
め
、
地
震

防
災
対

策
の
推
進

を
図
る
こ

と
を

目
的
と
す
る

。
 

  第
２

節
 

地
域

指
定

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
本
市

は
、
法

第
３
条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く

南
海
ト
ラ

フ
地
震
防

災
対
策

推
進
地
域

及
び
法
第

1
0

条
第

１
項
の
規

定
に
基
づ
く
南
海

ト
ラ
フ

地
震
津

波
避
難
特

別
強

化
地

域
に
指
定

さ
れ
て

い
る
。
 

県
内

で
は
、
南
海
ト
ラ

フ
地
震

防
災
対
策

推
進
地

域
に

27
市
町

が
、
南
海
ト
ラ

フ
地
震

津
波
避
難

特

別
強

化
地
域

に
1
3
市
町

が
指
定

さ
れ
て

い
る
。
 

 

・
南

海
ト
ラ

フ
地
震

防
災
対
策

推
進

地
域
 

横
浜

市
、
横
須

賀
市

、
平
塚
市

、
鎌
倉

市
、
藤
沢

市
、
小
田

原
市

、
茅
ヶ
崎

市
、
逗
子
市

、
三
浦

市
、

秦
野

市
、
厚

木
市

、
伊

勢
原

市
、

海
老
名

市
、
座

間
市

、
南

足
柄

市
、

三
浦
郡

葉
山
町

、
高

座
郡

寒
川

町
、
中
郡
大

磯
町
、
同
郡
二
宮

町
、
足
柄

上
郡
中

井
町
、
同
郡

大
井
町

、
同
郡

松
田
町
、
同
郡

山
北
町

、

同
郡

開
成
町

、
足
柄

下
郡
箱
根

町
、
同
郡

真
鶴
町

、
同
郡
湯

河
原

町
 

 

・
南

海
ト
ラ

フ
地
震

津
波
避
難

対
策

特
別

強
化
地

域
 

横
須

賀
市

、
平

塚
市

、
鎌

倉
市

、
藤

沢
市

、
小
田

原
市

、
茅

ヶ
崎

市
、

逗
子
市

、
三

浦
市

、
三

浦
郡

葉
山

町
、
中
郡

大
磯
町

、
同
郡

二
宮
町
、
足

柄
下

郡
真
鶴
町

、
同

郡
湯

河
原
町
 

  第
３

節
 

防
災

関
係

機
関

が
地
震

発
生
時

の
災

害
応
急

対
策

と
し
て

行
う

事
務
又

は
業

務
 

 
 

 
 

 
 

の
大

綱
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
本

市
の
地

域
に
係

る
地
震

防
災

に
関
し

、
本
市

の
区
域

内
の

公
共
的

団
体

そ
の

他
防

災
上

重
要

な
施

設
の

管
理
者

（
以

下
「
防

災
関

係
機

関
」

と
い

う
。
）

の
処

理
す

べ
き

事
務

又
は
業

務
の

大
綱

は
、
「

第

１
部

第
５
章
第
２
節
 
防

災
関

係
機

関
等

の
業
務

の
大
綱
」
を
準

用
す
る

。
 

  

 

第
２

章
 

関
係

者
と
の

連
携

協
力

の
確
保

 

 第
１

節
 

資
機

材
・

人
員

等
の

配
備

手
配

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 １
 

物
資

等
の

調
達

手
配

 

地
震

発
生
後

に
行
う
災

害
応
急

対
策

に
必
要

な
次
の
資
機
材

、
物
資
（
以

下
「
物
資

等
」
と
い

う
。
）

の
確

保
に
つ

い
て
は

、
「
第
３
部

第
９
章
 
食

料
・
生

活
関

連
物

資
等

の
供
給

」
及
び
「
第
３
部
第

1
0

章
 
飲

料
水
等

の
供
給

」
を
準
用

す
る
。
 

 ２
 

人
員

の
配
置

 

人
員

の
配
置

に
つ
い

て
は

、「
第
３
部
第

３
章
第

１
節
 職

員
の
配
備

」
を
準
用

す
る
。
 

 ３
 

防
災

関
係

機
関

の
災
害

応
急

対
策

等
に

必
要

な
物
資

等
及

び
人
員

の
配
置

 

防
災

関
係

機
関

は
、
地

震
が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
横

須
賀

市
地

域
防

災
計

画
に
定

め
る

災

害
応

急
対

策
及

び
施

設
等

の
応

急
復

旧
対

策
を
実

施
す

る
た

め
、

あ
ら

か
じ

め
必

要
な
物

資
等

に
つ

い
て

計
画
的
に
点
検

、
整
備
、
配

備
等
を
行
う
。
 

な
お

、
機
関

ご
と
の

具
体
的
な
措

置
内
容

は
、
機
関

ご
と
に

別
に
定
め
る

。
 

  第
２

節
 

他
機

関
に

対
す

る
応

援
要

請
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
他
機

関
に
対
す
る

応
援
要
請

は
、
「
第
３
部
第

2
0
章
 応

援
及

び
派
遣

の
要
請

」
を
準
用

す
る
。
 

  第
３

節
 

帰
宅

困
難

者
へ

の
対

応
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

帰
宅

困
難

者
へ

の
対

応
に
つ

い
て

は
、
「

第
３
部

第
５
章
第

６
節

 
帰

宅
困

難
者

等
へ
の

対
応

」
を

準

用
す

る
。
 

  第
４

節
 

事
業

者
等

の
防

災
対

策
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

者
等
の
防

災
対

策
に
つ
い

て
は

、「
第
２
部
第

1
1
章
第

２
節
 
事
業

者
の
防
災

活
動

の
促

進
」
を

準
用

す
る
。
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第
３

章
 

津
波

か
ら

の
防
護

、
円
滑

な
避
難

の
確

保
及

び
迅
速

な
救
助

に
 

関
す
る

事
項

 
 第

１
節

 
津

波
か

ら
の

防
護

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

津
波

か
ら
の

防
護
に
つ

い
て
は

、
「
第
２
部
第

12
章
第
３
節
 
地

域
等
に
お

け
る

津
波
対

策
の
推
進

」

及
び
「
第
３
部

第
2
6
章
第
３
節
 
津

波
発

生
時
の
対

策
」
を
準

用
す
る

。
 

  第
２

節
 

津
波

に
関

す
る

情
報

の
伝
達

等
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

津
波

に
関
す
る

情
報

の
伝
達
等
に

つ
い
て
は

、「
第
２
部
第

1
2
章
第
１
節
 津

波
対
策
の
推

進
」
及
び

「
第
３
部
第

2
6
章
第

２
節
 津

波
警

報
等

の
収
集

・
伝
達
」
を
準

用
す
る

。
 

  第
３

節
 

避
難

指
示

等
の
発

令
基

準
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

避
難

指
示
等

の
発
令

基
準
に
つ

い
て
は

、「
第
３
部

第
５
章
第

２
節
 避

難
の
勧
告

及
び
指

示
の
発
令

」

を
準

用
す
る

。
 

  第
４

節
 

避
難

対
策

等
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

避
難
対
策
等
に
つ
い
て
は
、「

第
２
部

第
1
2
章
第

３
節
 地

域
等

に
お

け
る
津
波

対
策
の
推

進
」
、「

第

３
部

第
５
章
 
避

難
対

策
」
及
び
「
第
３
部
第

2
6
章
第
３
節
 
津

波
発

生
時
の
対

策
」
を
準
用
す
る

。
 

  第
５

節
 

消
防

機
関

等
の
活

動
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

津
波

か
ら

の
円
滑

な
避

難
の
確

保
に

係
る

消
防

機
関

等
の
活

動
に

つ
い

て
は

、
「

第
３
部

第
５

章
 
避

難
対

策
」
を
準

用
す
る

。
 

  第
６

節
 

水
道

、
電

気
、
ガ

ス
、

通
信

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
波

か
ら
の

円
滑

な
避

難
を
確

保
す

る
た

め
、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
被

害
の

軽
減
及

び
発

災
時

の
二

次
災

害
の
発

生
防

止
に
係
る
上
下
水

道
、
電
気

、
ガ
ス

、
通
信
関

係
機

関
の
活

動
に
つ

い
て
は

、「
第
２
部

第

１
章

第
３
節
 
ラ

イ
フ

ラ
イ
ン

施
設

の
強
化

」
及
び
「
第
３
部

第
1
8
章
 
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン

施
設

対
策

」
を

準
用

す
る
。
 

 

  

 

第
７

節
 

交
通

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

道
路

 

津
波

襲
来
の
お

そ
れ
が

あ
る
と

こ
ろ
で
の

交
通
規

制
、
避
難

に
つ

い
て
は

、「
第
３
部
第

1
2
章
 
緊

急
輸

送
・
交
通

規
制
対

策
」
を
準

用
す
る

。
 

 ２
 

海
上

 

津
波

に
よ
る

危
険
が
予

想
さ
れ

る
地
域
か
ら

安
全

な
海
域
へ
船

舶
の
退
避

等
に
つ

い
て
は

、「
第
３

部
第

2
6
章
第

３
節
 
津

波
発
生

時
の
対
策

」
を
準
用

す
る
。
 

 ３
 
鉄
道

 

災
害

発
生
時

の
運
行

規
制
そ
の

他
乗

客
や
駅

滞
在

者
等
に
対
す

る
措
置

に
つ
い

て
は

、「
第
３
部
第

1
9
章
 
鉄
道

施
設
対

策
」
を
準
用

す
る
。
 

  第
８

節
 

市
が

自
ら

管
理

等
を

行
う

施
設

等
に

関
す

る
対

策
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

市
が
自
ら
管
理

等
を
行
う
施
設

等
に
関
す
る

対
策

に
つ
い
て

は
、「
第
３
部
第

1
7
章
 
公
共

施
設
対
策

」

を
準

用
す
る

。
 

  第
９

節
 

迅
速

な
救

助
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

迅
速

な
救
助

に
つ
い

て
は

、「
第
３
部
第

６
章
第
３
節
 救

助
活

動
」
を
準
用

す
る
。
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第
４

章
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

に
関
連

す
る

情
報

 

 第
１

節
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

に
関

連
す
る

情
報

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

気
象

庁
は

、
南

海
ト
ラ

フ
地
震

に
関

す
る

各
種

観
測

デ
ー
タ

の
監

視
を

行
っ

て
お

り
、
異

常
現

象

を
検

知
し
た

場
合
は
、
次
の
南
海

ト
ラ
フ

地
震
に
関

連
す
る

情
報

を
発
表

す
る

。
 

 南
海

ト
ラ
フ

地
震
に
 

関
連

す
る
情
報
 

情
報

発
表
条

件
 

南
海

ト
ラ
フ

地
震
 

臨
時

情
報
 

○
南

海
ト

ラ
フ

沿
い

で
異

常
な

現
象

が
観

測
さ

れ
、

そ
の

現
象

が
南

海

ト
ラ

フ
沿

い
の

大
規

模
な

地
震

と
関

連
す

る
か

ど
う

か
調

査
を

開
始

し
た

場
合
、
ま

た
は

調
査
を
継
続

し
て
い

る
場
合
 

○
観

測
さ
れ

た
異
常

な
現
象
の
調

査
結
果

を
発
表

す
る
場
合

 

南
海

ト
ラ
フ

地
震
関

連
解

説
情
報
 

○
観

測
さ

れ
た

異
常

な
現

象
の

調
査

結
果

を
発

表
し

た
後

の
状

況
の

推

移
等

を
発
表

す
る
場
合
 

○
「

南
海

ト
ラ

フ
沿

い
の

地
震

に
関

す
る

評
価

検
討

会
」

の
定

例
会

合

に
お

け
る

調
査

結
果

を
発

表
す

る
場

合
（

た
だ

し
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報
を
発

表
す
る

場
合
を
除
く
）
 

※
す

で
に

必
要

な
防

災
対

応
が

と
ら

れ
て

い
る

際
は

、
調

査
を

開
始

し

た
旨
や
調
査

結
果
を
発

表
す
る

場
合
 

○
「
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
」
に
付
記

す
る

キ
ー
ワ
ー

ド
と

各
キ
ー

ワ
ー
ド

を
付
記

す
る

条
件
 

・
情
報

名
の
後
に

キ
ー

ワ
ー
ド

を
付
記
し
て
「
南
海

ト
ラ
フ

地
震

臨
時
情

報
（
調
査

中
）
」
等
の
形

で
情

報
発
表

す
る
 

 

キ
ー

ワ
ー
ド
 

各
キ

ー
ワ
ー
ド

を
付
記

す
る
条
件
 

調
査

中
 

下
記

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

臨
時

に
「

南
海

ト
ラ

フ
沿

い
の

地
震

に
関

す

る
評

価
検
討
会

」
を
開

催
す
る

場
合
 

○
監

視
領
域
内

（
※
１

）
で
マ

グ
ニ
チ
ュ

ー
ド

6
.8

以
上

（
※

２
）
の

地
震

（
※
３

）
が
発
生
 

○
１

カ
所

以
上

の
ひ

ず
み

計
で

の
有

意
な

変
化

と
共

に
、

他
の

複
数

の

観
測

点
で

も
そ

れ
に

関
係

す
る

と
思

わ
れ

る
変

化
が

観
測

さ
れ

、
想

定
震

源
域

内
の

プ
レ

ー
ト

境
界

で
通

常
と

異
な

る
ゆ

っ
く

り
す

べ
り

が
発

生
し

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
な

ど
、

ひ
ず

み
計

で
南

海
ト

ラ
フ

地
震
と
の

関
連

性
の
検
討

が
必

要
と
認
め
ら

れ
る
変
化

を
観

測
 

○
そ

の
他

、
想

定
震

源
域

内
の

プ
レ

ー
ト

境
界

の
固

着
状

態
の

変
化

を

示
す

可
能

性
の

あ
る

現
象

が
観

測
さ

れ
る

等
、

南
海

ト
ラ

フ
地

震
と

の
関

連
性
の
検

討
が
必

要
と
認
め

ら
れ
る

現
象
を
観

測
 

巨
大

地
震
警

戒
 

○
想

定
震

源
域

内
の

プ
レ

ー
ト

境
界

に
お

い
て

、
モ

ー
メ

ン
ト

マ
グ

ニ

チ
ュ

ー
ド
（
※

４
）
8
.
0
以
上

の
地

震
が
発

生
し
た

と
評
価

し
た

場
合
 

  

  

 

キ
ー

ワ
ー
ド
 

各
キ

ー
ワ
ー
ド

を
付
記

す
る
条
件
 

巨
大

地
震
注

意
 

○
監

視
領

域
内

※
１

に
お

い
て

、
モ

ー
メ

ン
ト

マ
グ

ニ
チ

ュ
ー

ド
（

※

４
）
7
.
0
以
上

の
地
震
（
※
３

）
が
発

生
し
た

と
評
価

し
た

場
合
（
巨

大
地

震
警
戒

に
該
当

す
る
場
合

は
除
く
）
 

○
想

定
震

源
域

内
の

プ
レ

ー
ト

境
界

に
お

い
て

、
通

常
と

異
な

る
ゆ

っ

く
り

す
べ
り

が
発
生

し
た
と
評
価

し
た
場
合
 

調
査

終
了
 

○
（

巨
大

地
震

警
戒

）
、
（

巨
大

地
震

注
意

）
の

い
ず

れ
に

も
当

て
は

ま

ら
な

い
現
象

と
評
価

し
た
場
合

 

 ※
１

 
南

海
ト
ラ

フ
の

想
定
震

源
域

及
び
想

定
震

源
域
の
海
溝

軸
外
側

5
0
k
m
程
度

ま
で

の
範
囲
 

※
２

 
モ

ー
メ

ン
ト
マ

グ
ニ
チ

ュ
ー

ド
7
.
0
の
地
震

を
も
れ

な
く

把
握

す
る
た

め
に
、
マ
グ

ニ
チ
ュ

ー
ド

の
推

定
誤
差

を
見
込

み
、
地
震

発
生
直
後

の
速
報

的
に
求
め
た

気
象
庁

マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
で

M
6
.
8

以
上

の
地
震

か
ら
調
査

を
開
始

す
る
 

※
３

 
太

平
洋

プ
レ
ー

ト
の
沈
み
込
み
に

伴
う
震
源

が
深
い
地

震
は
除
く
 

※
４

 
断

層
の
ず

れ
の

規
模
（
ず

れ
動
い
た

部
分

の
面
積
×
ず

れ
た
量
×
岩
石

の
硬
さ
）
を
も

と
に
し

て

計
算

し
た
マ

グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
。
従
来

の
地
震

波
の
最
大

振
幅

か
ら

求
め
る

マ
グ
ニ

チ
ュ
ー

ド
に

比

べ
て

、
巨

大
地

震
に

対
し
て

も
、

そ
の

規
模

を
正

し
く

表
せ

る
特

徴
を

持
っ

て
い

る
。
た

だ
し

、

モ
ー

メ
ン
ト

マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド

を
求
め
る

に
は
詳
細

な
解
析

が
必

要
で
、
そ
の
値
が
得
ら
れ

る
ま

で
若

干
時
間

を
要
す
る
。
そ
の

た
め
、
気
象
庁

が
地
震

発
生

直
後

に
発
表

す
る

津
波
警
報

等
や
地

震
情

報
に
は

、
地
震
波

の
最
大

振
幅

か
ら

求
め
ら

れ
る
気
象

庁
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー

ド
を
用
い
て

い
る
。 
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第
５

章
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
調
査

中
）

が
発
表

さ
れ

た
場

合
に

 

お
け

る
災
害

応
急

対
策

に
係

る
措
置

 
 

第
１

節
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
調
査

中
）

の
伝
達

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
気
象

庁
が
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情
報
（
調

査
中

）
を
発
表
し

た
場
合

、
各
部

局
は
平

常
時

の
業

務
・

活
動

を
維
持

し
つ
つ

、
事
態

の
推

移
に
伴

い
必
要

な
対
応

が
行

え
る

体
制

を
と

る
。
ま

た
、

市
長
室

職

員
は
、
必
要

な
情
報

収
集
を
行
う
。
 

 
な

お
、
気

象
庁

が
巨

大
地

震
警

戒
及

び
巨

大
地

震
注
意

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な
い

と
判

断
し
、

南

海
ト

ラ
フ
地
震

臨
時
情

報
（
調
査

終
了
）
が
発
表

さ
れ
た
場
合

は
、
各
部

局
は
平

常
時
の
体

制
に
戻
る
。
 

 

  

 

第
６

章
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨
大

地
震

警
戒

）
等

が
発
表

さ
れ

た
 

場
合

に
お
け

る
災
害

応
急

対
策

に
係

る
措
置

 

 第
１

節
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震

警
戒

）
等

の
伝

達
、

災
害

対
策

本
部

等
 

 

 
 
 

 
の

設
置

等
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 （
１

）
災
害

対
策

本
部

の
設
置

 

市
長

は
、
南
海

ト
ラ

フ
地
震
臨

時
情

報
（
巨

大
地

震
警
戒
）
が
発

表
さ
れ

た
と
き

は
、「

第
３
部
第

２
章

第
３
節
 
災

害
対

策
本
部

の
設

置
」
に
基
づ

き
、
災
害

対
策
本
部

を
設
置

し
て
、
必
要

な
対
応

に

あ
た

る
。
 

 （
２

）
災
害

対
策

本
部

の
配
備

体
制

 

種
 

別
 

配
 

備
 
体
 

制
 

南
海

ト
ラ
フ

地
震
臨

時
情
報
 

（
巨

大
地
震
警

戒
）
 

災
害

対
策
本

部
２
号
配

備
 

  

第
２

節
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震

警
戒

）
等

が
発

表
さ

れ
た

後
の

周
知

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
（
巨

大
地

震
警

戒
）
等
が
発
表

さ
れ

た
後
の
周

知
に
つ

い
て

は
、
「

第

３
部

第
４
章
第

５
節
 
市

民
へ
の

情
報
伝

達
」
、「

第
６
節
 
報

道
機

関
へ
の

情
報

提
供
」
を
準

用
す
る

。
 

  第
３

節
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震

警
戒

）
が

発
表

さ
れ

た
後

の
災

害
応

急
 

 

 
 
 

 
対

策
の

実
施

状
況

等
に

関
す

る
情

報
の

収
集

・
伝

達
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

南
海

ト
ラ
フ

地
震
臨

時
情
報
（
巨

大
地
震
警

戒
）
が
発

表
さ
れ

た
後
の
災

害
応

急
対
策
の
実

施
状
況

等
に
関
す
る

情
報
の
収

集
・
伝
達

等
に
つ

い
て
は

、「
第
３
部

第
４
章
第

１
節
 
情

報
受

伝
達

等
に
か

か

る
基

本
方
針

」
か
ら

「
第
４
節
 

災
害
情

報
の
収
集

お
よ
び

報
告

等
」
ま

で
を

準
用
す
る

。
 

 第
４

節
 

災
害

応
急

対
策

を
と

る
べ

き
期

間
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震
警

戒
）
が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

、
最

初
の
地

震

の
発

生
か
ら

１
週
間

を
基
本
に
、
後
発
地

震
に
対
し

て
警
戒

す
る

措
置

を
と
る

も
の
と
す

る
。
ま
た

、

最
初

の
地
震

発
生

か
ら

１
週
間

経
過

以
降

２
週
間

経
過

ま
で

の
間

、
後

発
地

震
に

対
し
て

注
意

す
る

措
置

を
と
る

。
 

  第
５

節
 

避
難

対
策

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
避
難
対
策
等
に
つ
い

て
は
、「

第
３
部
第

５
章
 避

難
対

策
」
を
準
用
す
る

。
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 第
６

節
 

消
防

機
関

等
の
活

動
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
消
防

機
関

等
の
活

動

に
つ

い
て
は

、
「
第
３
部

第
５
章
 
避

難
対

策
」
、「

第
６
章
 

消
防
・
救

急
対

策
」
を
準
用

す
る
。
 

  第
７

節
 

警
備

対
策

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
警
備
対

策
に
つ
い

て

は
、
「
第
３
部
第

21
章
 
災
害

警
備

対
策

」
を
準
用

す
る
。
 

  

第
８

節
 

水
道

、
電

気
、
ガ

ス
、

通
信

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震

臨
時
情
報

（
巨
大
地
震
警
戒

）
が
発
表

さ
れ
た
場
合
に
お

け
る
上

下
水

道
、

電
気

、

ガ
ス

、
通
信
関

係
機
関

の
活
動

に
つ

い
て
は

、「
第
３
部
第

1
8
章
 ラ

イ
フ
ラ
イ

ン
施
設

対
策

」
を
準
用

す
る

。
 

  第
９

節
 

交
通

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 １
 

道
路

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
交
通

規
制

、
避

難

に
つ

い
て
は

、
「
第
３
部
第

1
2
章
 
緊
急

輸
送
・
交

通
規
制

対
策

」
を
準

用
す
る

。
 

 ２
 

海
上

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
津
波

に
よ

る
危
険

が
予

想
さ
れ

る
地
域

に
係
る
港
湾

の
対
策

に
つ
い

て
は

、「
第
３
部
第

2
6
章
第

３
節
 津

波
発

生
時

の

対
策

」
を
準
用

す
る

。
 

 ３
 
鉄
道

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
運
行

規
制

そ
の

他

乗
客

や
駅
滞

在
者
等

に
対
す
る

措
置

に
つ

い
て
は

、「
第
３
部

第
1
9
章
 
鉄
道

施
設
対
策

」
を
準
用

す

る
。
 

  第
1
0
節

 
市

が
自

ら
管
理

等
を

行
う

道
路

、
河
川

そ
の

他
の

施
設

に
関

す
る

対
策

 
 

 
 

 
 

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
市
が
自
ら
管

理
等

を

行
う
道

路
、
河

川
そ
の

他
の
施
設

に
関
す
る

対
策

に
つ
い
て

は
、
「
第
３
部
第

1
7
章
 公

共
施

設
対

策
」

を
準

用
す
る

。
 

  

 

  第
1
1
節

 
滞
留

旅
客
等

に
対

す
る

措
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

南
海

ト
ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地

震
警

戒
）

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に
お

け
る

滞
留

旅
客

等
に

対
す

る
措
置

に
つ
い

て
は

、「
第
３
部
第

５
章
第
６
節
 帰

宅
困

難
者

等
へ
の

対
応
」
を
準

用
す
る

。
 

 

29



  

 

第
７

章
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨
大

地
震

注
意

）
等

が
発
表

さ
れ

た
 

場
合

に
お
け

る
災
害

応
急

対
策

に
係

る
措
置

 
 第

１
節

 
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨
大

地
震
注

意
）

等
の

伝
達

、
市

の
災

害
に

 
 
 

 

 
 

 
 

関
す

る
会

議
等

の
設
置

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 （
１

）
災
害

警
戒

本
部

の
設
置

 

市
長

は
、
南
海

ト
ラ

フ
地
震
臨

時
情

報
（
巨

大
地

震
注
意
）
が
発

表
さ
れ

た
と
き

は
、「

第
３
部
第

２
章

第
２
節
 
災

害
警

戒
本
部

の
設

置
・
運
営

」
に
基
づ
き

、
災
害

警
戒
本

部
を
設
置
し
情

報
収
集
及

び
連

絡
調
整

に
あ
た

る
。
 

な
お

、
気

象
庁

が
南

海
ト

ラ
フ

地
震

に
関
連

す
る

情
報

を
発

表
し

た
際
の

情
報

の
収

集
と

伝
達

に

つ
い

て
は

、
「

第
３

部
第

４
章

第
１

節
 
情

報
受

伝
達

等
に

か
か

る
基

本
方

針
」

か
ら

「
第

４
節

 
災

害
情

報
の
収
集

お
よ

び
報
告
等

」
ま

で
を

準
用
す
る

。
 

 （
２

）
災
害

警
戒

本
部

の
配
備

体
制

 

種
 

別
 

配
 

備
 
体
 

制
 

南
海

ト
ラ
フ

地
震
臨

時
情
報
 

（
巨

大
地
震
注

意
）
 

全
部

局
 
※
 

※
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地

震
注

意
）

発
表

時
に

お
い

て
は

、
そ

の
内

容
に

よ
っ

て
、

市
長

室
の

み
又

は
市

長
室

と
関

係
部
局

に
よ

る
情

報
収

集
体

制
と
す

る
場

合
が

あ
る

。
 

 （
３

）
災
害

警
戒

本
部

の
廃
止

 

気
象

庁
が

、
南

海
ト
ラ

フ
地
震

関
連

解
説

情
報

に
お

い
て

、
注

意
す

る
措

置
の
解

除
を
発

表
し

た

場
合

、
災
害

警
戒
本

部
を
廃
止

す
る

。
 

  

第
２

節
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

（
巨
大

地
震

注
意

）
等

が
発

表
さ

れ
た

後
の

周
知
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

南
海
ト

ラ
フ
地
震

臨
時
情

報
（
巨

大
地

震
注
意

）
等
が
発
表

さ
れ

た
後
の
周

知
に
つ

い
て

は
、
「

第

３
部

第
４
章
第

５
節
 
市

民
へ
の

情
報
伝

達
」
、「

第
６
節
 
報

道
機

関
へ
の

情
報

提
供
」
を
準

用
す
る

。
 

 

 第
３

節
 

災
害

応
急

対
策

を
と

る
べ
き

期
間

等
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震
注

意
）
発

表
時

に
お
い

て
は

、
最

初
の
地

震
発

生
か

ら

１
週

間
（
ゆ

っ
く

り
す

べ
り

の
場

合
は
、

す
べ
り

の
変

化
が

収
ま

っ
て

か
ら

変
化

し
て
い

た
期

間
と

概
ね
同

程
度

）
を
基
本

に
、
後
発

地
震
に
対
し
て

注
意
す
る

措
置

を
と

る
。
 

 第
４

節
 

市
の

取
る

べ
き

措
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震
注

意
）
等
が

発
表

さ
れ

た
場
合

に
お
い

て
、

地
域
住

民

等
に

対
し
、

日
頃

か
ら

の
地
震

へ
の

備
え

を
再
確

認
す

る
等

防
災

対
応

を
と
る

旨
を

呼
び

か
け

る
と

共
に
、
施
設

・
設
備

等
の
点
検

等
日
頃
か
ら

の
地
震

へ
の
備
え

を
再
確

認
す
る

も
の
と
す

る
。
 

  

 

第
８

章
 

地
震

防
災

上
緊

急
に

整
備

す
べ

き
施
設

等
の

整
備

計
画

 

 第
１

節
 

建
築

物
、

構
造

物
等

の
耐

震
化

・
不

燃
化

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

建
築

物
、
構

造
物

等
の

耐
震

化
・

不
燃
化

に
つ
い

て
は

、
「

第
２

部
第

１
章
第

４
節
 
建

築
物

の
防

災

化
の
推

進
」
を
準
用

す
る
。
 

  第
２

節
 

避
難

場
所

の
整

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

避
難

場
所
の
整

備
に
つ

い
て
は

、
「
第
２
部
第

３
章
 
避
難
所

・
避

難
地

の
整
備

」
を
準
用

す
る

。
 

  第
３

節
 

避
難

経
路

の
整

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

避
難

経
路

の
整

備
に

つ
い

て
は

、
「

第
２

部
第

１
章

第
２
節

 
都

市
施

設
等

の
防

災
化

の
推

進
」
を

準

用
す

る
。
 

  第
４

節
 

土
砂

災
害

防
止

施
設

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

土
砂
災
害
防
止
施
設
に
つ
い
て
は
、「

第
２
部
第

１
章
第
５
節
 
地

盤
災

害
の
防
止

」
を
準
用
す
る
。
 

  第
５

節
 

避
難

誘
導

及
び

救
助

活
動

の
た

め
の

拠
点

施
設

そ
の

他
の

消
防

用
施

設
 

 
 

 
 

 

 

避
難

誘
導
及

び
救
助

活
動
の
た

め
の

拠
点

施
設
そ
の

他
の
消
防

用
施
設

に
つ
い

て
は

、「
第
２
部
第

２

章
第

１
節
 消

防
力
の
整

備
・
強

化
」
を
準

用
す
る
。
 

  第
６

節
 

緊
急

輸
送

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
道

路
、

港
湾

又
は

漁
港

の
整

備
 

 
 

 
 

 

 

緊
急

輸
送
を
確

保
す
る

た
め
に

必
要

な
道
路

、
港
湾

又
は
漁
港

の
整
備

に
つ
い

て
は

、「
第
２
部
第

１

章
第

２
節
 
都

市
施

設
等

の
防

災
化

の
推

進
」

及
び
「

第
８

章
第

１
節

 
緊
急

輸
送
体

制
の

整
備

」
を
準

用
す

る
。
 

  第
７

節
 

通
信

施
設

の
整

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

施
設
の
整

備
に
つ

い
て
は

、
「
第
２
部
第

２
章
第
２
節
 
情

報
通
信
網

の
整
備

」
を
準

用
す
る

。
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第
９

章
 

防
災

訓
練

計
画

 

 第
１

節
 

防
災

訓
練

に
関
す

る
事

項
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
地

震
防

災
対

策
の

熟
知

、
関

係
機

関
及

び
地
域

住
民
等

の
自

主
防

災
体

制
と

の
連
携

体
制

の
強
化

を

目
的

と
し
て

市
及
び
防

災
関
係

機
関

が
実
施

す
る

防
災
訓
練

に
つ

い
て
は

、
「
第
２
部
第

1
0
章
第

３
節
 

防
災

訓
練
等

の
実
施

」
を
準
用

す
る

。
 

  

 

 第
1
0
章

 
地
震

防
災

上
必

要
な

教
育

及
び

広
報

に
関

す
る

計
画

 

 第
１

節
 

地
震

防
災

上
必

要
な

教
育

及
び

広
報

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
地
震

防
災
上

必
要

な
教
育
及

び
広

報
に
つ

い
て
は

、「
第
２
部

第
1
0
章
第
１
節
 防

災
意

識
の
普
及

啓

発
」
を
準
用

す
る
。
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